
未確定事項に直面 した監査人の対応
文献 ・制度の評価(4)

坂 柳 明

1.2つ の未確定事項を分析視点に置いた監査制度の評価

将来に起 こる事象の結果が 一 その対応決定時点で 一 監査人に判断で きない

場合の項 目には2つ の タイプがあ り,坂 柳(2005a)で は,そ の2つ を伝統的

なタイプAの 未確定事項 と,タ イプBの 未確定事項に区別 した([図1])1)。

特 に注 目すべきなのはタイプBの 未確定事項であり,そ のインプリケーション

[図1]-2つ の未 確定 事項

将来に発生する事象の結果が経営者に見積 もれず,

タイ プA 監査人も経営者のその判断に同意 している場合のぞ

の項目
未確定事項(※)

将来に発生する事象の結果を財務諸表上で経営者

タイ プB は見 積 も って い るが,そ の見 積 も り額 が正 しいか ど

うかが監査人に判断できない場合のその項目

※:も ちろん,将 来に発生する事象の結果が将来(の 財務諸表)に 金額的に重要な

影響を与えるものを前提にしており,当 期の財務諸表についての監査人の対応

を決定する上でも,そ の金額的重要性ゆえに問題になるものを前提にしている。

また,「項目」という用語で,(1):経 営者及び監査人が実際に直面する様々な状

況そのものを指す場合と,(2):そ うした状況下で,財 務諸表監査上問題になる

特定の項目を指す場合がある。

1)坂 柳(2005b,260-261)の[図8]に,こ の タイ プBの 未 確 定 事 項 の一 般 構 造

を示 してお い た。 ポ イ ン トは,「 経 営 者 の決 定 した見 積 も り数値 が 合理 的 と も言

え る し,合 理 的 で な い と も言 え る。」 との監査 人 の判 断 を どう記 述 す るの か とい

う点 で ある。
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は,経 営者が仮に将来事象の結果について会計上何かの見積 もりを行っていて

も,(1):そ の見積 もり項 目が監査上除外事項2)に なるとは限 らないし,(2):そ

の見積 もりが正 しいことが(合 理的であることが)必 ず確かめられるとも限ら

ない,と いう点である。このことは,経 営者が合理的と判断 した見積 もり数値

に関して,「 その見積 もりが合理的なのかどうかが判断で きない」 という選択

肢が監査人に与えられ,そ の意味で監査人の対応の範囲が広がることを意味し

て い る。

従来知 られて きたタイプAの 未確定事項 を元にした監査基準形成では,経 営

者が合理的と考える見積 もり数値を決定 した場合に,監 査人には,そ の見積 も

り項 目に除外事項 を付すか,そ れとも経営者の見積 もり数値 に同意3)す るか,

の2つ の選択肢のしかないことになる。 タイプBの 未確定事項に仮 に直面 して

いても,そ の場合の対応が制度上規定 されていなければ,監 査人は,タ イプB

の未確定事項に直面 した場合の対応が選択 しにくくな り,別 の対応の選択 を迫

られることによる不利益4)を被 ることになる。 こうした事態を回避するには,

タイプBの 未確定事項を想定した基準形成 を図る必要がある。

2)「 除外事 項」 につ い ては,坂 柳(2005a,164)の 脚注4を 参照 。本稿 で も,そ の

ように捉 える。

3)「 同意」 につ い て は,坂 柳(2005a,159-160)の 脚注1を 参照 。本稿 で も,そ の

ように捉 える。

4)こ こで の 「不 利益 」 とは,例 えば,以 下 の①,② の ような事態 を監査 人 が 回避 し

た いの に,対 応決 定時 点 でそ れが で きない こ とに よって生 じる,予 想 され る経済

的負 担(一 定 条件 の もとでの,キ ャ ッシュ ・イ ンフロー の減少 又 はキ ャ ッシ ュ ・

ア ウ トフロー の増 加)の こ とを指 して い る。 もちろ ん筆者 の 議論 は,「 見 積 も り

の合 理性 が判 断 で きない」 とい う選 択肢 が,監 査 制度 上認 め られ れば,①,② の

事態 を回避 しよ うとす る監 査人 を念 頭 に置 いて い る。 また,本 稿 で登 場 す る 「不

利益 」 とい う言葉 は,上 記 の意 味 で用 い られ る。

①:経 営者 の見積 も り数 値 が合 理 的 だ と監 査 人 が判 断 した(判 断す る こ とに

な って しま った)後 で,経 営 者 の見積 も り数値 が不 合理 な もの であ る こ と

が判 明 した場合 に,利 害 関係 者 か ら損 害賠 償責 任訴 訟 を起 こ され るこ と。

②:経 営者 の見積 も り数 値 が不 合 理 だ と監 査 人 が判 断 した(判 断す る こ とに

な って しま った)後 で,そ の こ とを理 由 に クラ イア ン トか ら交代 させ られ

る こ と。
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それでは,日 本の現行監査基準はタイプBの 未確定事項 を想定 した ものに

なっているのだろうか。 この点についての検討 は,坂 柳(2006b,167-175)

で行った。現行監査基準 「第四 報告基準 五 監査範囲の制約4」 に規定

されている 「将来の帰結が予測 し得 ない事象又 は状況」について,経 営者は将

来の帰結を予測 し,財 務諸表上見積 もり数値 を認識 しているものの,監 査人は

「将来の帰結が予測 し得ない」ので,そ の見積 もり数値の合理性が確かめ られ

ない状況,即 ち,タ イプBの 未確定事項は成立 し得る。つまり,日 本の現行監

査基準 は,タ イプBの 未確定事項を想定 したものになっているというのが,坂

柳(2006b,167-175)の 結論である。

しかし,現 行監査基準 「第四 報告基準 五 監査範囲の制約4」 は,監

査人と同様経営者 も,将 来の事象又 は状況について,「 将来の帰結が予測」で

きず,財 務諸表上見積 もり数値が認識できないと判断 し,監 査人 もその経営者

の判断に同意 している状況,即 ち,タ イプAの 未確定事項 も排除 していない。

つまり,現 行監査基準上は,2つ のタイプの未確定事項が混在 しているわけで

ある。 タイプAの 未確定事項 についての開示が十分になされていることが確か

め られ5),他 の除外事項がない状況では,理 論的な監査人の対応 は 「無限定適

正意見のみ」になるが(坂 柳(2006a,155-179)を 参照),「 第四 報告基準

この① と② は,(1):経 営者 の意 に沿 う行 動 を選択 した場 合 に監査 人 が被 る不 利

益 と,(2):経 営 者の 意 に沿 わな い行 動 を選 択 した場合 に監査 人が被 る不 利益 につ

い て言 及 してい る と考 え られ る,以 下 に示 すDhaliwaletaL(1993,23)か ら示

唆 を得 てい る。
「…特 に,困 窮 し,悪 化 して いる財務 報 告上 の業 績 を経 験 してい るク ライ ア ン

トは,契 約 上の,あ るい は条項 上 の制約 に よる コス トの増 加 に直面 す るか も しれ

ない。 その ような ク ライア ン トの経営 者 は,お そ ら く利益 を増 加又 はか さ上 げす

るこ とを クラ イア ン トに認め る監査 人 を よ り好 むで あ ろ う。 しか しなが ら監 査 人

は,こ の状 況で は,よ り多額 の コス トを被 る。 とい うの は,監 査 人が被 るこ とに

なる訴 訟 リス クや評 判 を下 げる リス クは,そ の ような ク ライア ン トに直面 した場

合 に増加 す るか らで あ る。 この状 況で は,ク ライ ア ン トは,監 査 人 を交 代す るこ

とを考慮 す る こ とに よって,こ の利 害対 立 を解消 してい る。 …」(傍 線 筆者)

5)あ る項 目の 開示 が十 分 にな され てい るか どうか を確 か める とい う監 査 入 の役 割 に

つ い ては,坂 柳(2006a,134-135)の 脚注8で 触 れ て いる。 そ ち らを参 照頂 きた

いo
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五 監査範囲の制約4」 は,監 査人が 「意見不表明」を選択する余地を認め

ている。なぜ意見不表明になるのかについては,学 界 ・実務界 に少なからず疑

問が生 じるであろうし,論 理的に導けない監査人の対応を規定している監査基

準には,問 題があるだろう6)。

このように,未 確定事項に関する日本の監査基準上は,タ イプAとBが 混在

しているのだが,そ れでは米国の制度はどうであろうか。 タイプAとBの 未確

定事項が明確に識別されている制度があれば,そ れは 日本の制度にも直ちに導

入で きるはずである。こうした問題意識 をもとに,本 稿では,2節 で米国の監

査手続書第15号(AIA(1942b)),3節 で監査手続書第32号(AICPA(1962))

の合理性 を検討する。この2つ では,タ イプAとB,2つ の未確定事項が識別

されていたのだろうか。また,こ の2つ で規定されている監査人の対応は,論

理的なものだったのだろうか。この2つ の視点を軸に,本 稿では,上 記2つ の

制度を評価 していきたい。また,2節 と3節 では,本 稿の議論 と比較するため

に,AIA(1942b)及 びAICPA(1962)に 言及 している文献 を挙げ,そ の内

容を吟味する。最後の4節 では本稿のまとめを行い,残 された課題を示す。

2.監 査手続書第15号(AIA(1942b))の 評価

そ れ で は 最 初 に,AIA(1942b)の 「監 査 報 告 書 上 の 開示 」を 見 て み よ う([図

2])Q

6)論 理 的 に導 か れた対 応 で ない場合 には,次 の ような問題 が起 こるで あ ろ う。 それ

は,例 えば,タ イプAの 未確 定事 項 に直面 した監査 人 が 「意 見不 表 明」 を選択 し

た場合 に,(1):他 の除外 事項 が ない状 況 で,無 限定 適正 意見 が表 明 で きる状 況 な

の に,監 査 人 の都合 で 意見不 表 明が 選択 され てい るだ け なのか,そ れ と も,(2):

本 当 に監査 人 が意見 を表明 で きない理 由があ るの で,意 見不 表 明が選 択 され てい

るの かが,財 務 諸表 利用 者 に判 断で きな くなる,と い う問題 で あ る。

なぜ この よ うな問題 が起 こ るのか と言 え ば,タ イ プAの 未確 定 事項 に直 面 した

論 理 的 な監 査 人の対 応 が 「意見 不表 明」で は ないか らで あ り,こ の 「意見 不表 明」

が,論 理 に従 った場 合 の監査 人 の対応(無 限定 適正 意見)を 隠 して しまうか らで

あ る。 なお,同 趣 旨の議 論 は,3-2で 展 開 され る。
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[図2]-AIA(1942b)「 監査 報 告書上 の 開示」

「独 立監 査 人の 監査報 告 書 にお ける
,存 在 す る不 確 実性 の 開示 の必 要性,あ る

い は存在 す る不 確 実 性 につ い て の強 調(emphasis)の 必 要性 は,さ らな る 問題

を提示 して いる。 あ る場 合 に は,財 務 諸 表(そ の 中 では,脚 注 が不 可欠 の部分 を

占め る)で の 開示 が,そ の 点 につい ての監 査報 告 書上 での 言及 に よって補 足 され

る(supplemented)べ きだ,

除外事 項 は,特 にク ライ ア ン トが制御 で きない,あ るい はク ライ ア ン トが 修正 で

きな い事項 につ い て は,合 理 的 に可 能 な限 り避 けるべ きで あ る。

重要 な不確 実 性 に関 して は,中 で も,3つ の タイ プの状況 が考 え られ るで あ ろ

つ。

(1)財 務 諸表 が,可 能 な限 り財 政状 態や 経営 成績 を適 正 に表示 してい る と監 査

人 は信 じてい るが,そ の不確 実性 が,除 外 事項 にす るほ どでは ないが,財 務

諸 表 それ 自体 だ けで な く,監 査報 告書 上 で もそれ らに対 す る特別 な注 意 が払

〈2)1つ あるい は1つ よ り多 い不確実性 が,除 外 事項 を必 要 とす るほ どで ある場

ム

監査 人が,財 務諸 表及 び その財 務諸 表全 体 につ いて の通常 の意 見表 明 を省

略 す る理 由 に満 足す る場 合 のそ の程度 につい て表 明で きる として も,そ の不

確 実性 の 累積 的影響(cumulativeefEect)が 余 りに大 き く,意 見差 控 が あ り

得 る場合 」(傍 線 筆者)

まず,[図2]中 の 「存在する不確実性」や 「重要 な不確実性」が,何 を意

味するかが問題になる。[図2]の 中身は抽象的なので,よ り理解を進めるには,

具体的な素材 を用意する必要があるが,AIA(1942b)で は,「 戦時契約の再

交 渉(RENEGOTIATIONOFWARCONTRACTS)」 と,「 そ の 他 の 戦 時 中

の不確実性(OTHERWARTIMEUNCERTAINTIES)」 の両方において,再

交渉の問題が取 り上げられている。そこで本稿では,こ の問題を主に取 り上げ

ることにする。その素材 を使うことによって,議 論が一般性 を欠いてはまずい

が,そ うでなければ再交渉の問題に専 ら焦点を当てることに問題はないであろ

う。
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2-1戦 時 契 約 の 再 交 渉

「戦 時 契 約 の 再 交 渉 」 の 「再 交 渉 」 は
,1942年4月28日 制 定 のsixthsup-

plementalNationalDefenseAppropriationAct,1942のSEC.403.(a)に よ る

と,「 省(Department)の 長 官 に よ る 契 約 価 格(contractprice)の 再 決 定

(refixing)」(※1)の こ と を 指 して い る(UnitedStatesStatutesatLarge

(1943,245))。 この 説 明 か ら,契 約 上 会 社 と 「省(の 長 官)」 の 関係 が 問 題 に な っ

て い る こ とが わ か る 。

一 方
,こ こで の 「省 」 は,「 陸 軍 省(WarDepartment)」,「 海 軍 省(Navy

Department)」,そ して 「海 事 委 員 会(MaritimeCommission)」 の こ とで あ る

(UnitedStatesStatutesatLarge(1943,245))。 前 段 落 ※1の 説 明 の よ う に,

「再 交 渉 」 を 「再 決 定 」 と捉 え る 考 え 方 は
,1942年10月21日 制 定 のRevenue

Actof1942のSEC.801.(a)で も変 わ っ て い な い(UnitedStatesStatutesat

Large(1943,982))が,「 省 」の範 囲 につ い て は,同 法,SEC.801.(a)に よ る と,

上 記3つ に 「財 務 省(TreasuryDepartment)」 が 加 え られ て い る(p.982)。

次 に,「 戦 時 契 約 の 再 交 渉 」 の 「戦 時 契 約 」 につ い て,同 じ くRevenueAct

of1942,SEC.801.(a)(UnitedStatesStatutesatLarge(1943,982))で は,「「従

属 契 約 」 とい う用 語 は,別 の 契 約 又 は従 属 契 約 上 の債 務 の 履 行 に 当 た っ て要 求

さ れ る,作 業 の 全 て 又 は あ ら ゆ る 部 分 を 遂 行 す る,あ る い は あ ら ゆ る 物 品

(article)を 作 る又 は 供 給 す る た め の購 入 注 文 書 又 は合 意 を 意 味 す る。」 と さ

れ て い る 。 そ して,こ こ で の 「物 品 」 の 中 身 は,「 あ らゆ る材 料,部 分 品,組

立 部 品,機 械,設 備,あ る い は そ の 他 の 人 的 財 産 」 と さ れ て い る(p.982)。

以 上 の 説 明 は,「 従 属 契 約 」 につ い て な さ れ て い る の で あ るが,こ のSEC.801.

(a)で言 う従 属 契 約 が な け れ ば,政 府 に対 して 「作 業 の全 て 又 は あ らゆ る部 分 を

遂 行 す る,あ る い は あ らゆ る物 品 を作 る又 は供 給 す る」 よ う な契 約 の み を想 定

す れ ば よ い 。

続 い て 問題 に な る の は,こ の よ う な意 味 で の 「契 約 」 の価 格 の 「再 決 定 」 と

い う状 況 で あ る が,そ の 中 身 が 比 較 的 明 確 に な っ て い る事 例 を 見 て み よ う。

AircraftAccessoriesCorporation(以 下,「Aircraft社 」 とす る)の1942年
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AnnualReportの 連 結 財 務 諸 表 の 脚 注F一 偶 発 債 務 に は,次 の よ う に 記 さ れ

て い る7)([図3])。

[図3]-Aircraft社1942年 連 結財 務諸 表 脚 注F一 偶発 債務

「当年度の売上のうち,

契約のもとで計上されたか,主 要な契約者と理解される顧客に対する契約のもと

修 正(priceadjustments)を 結 果 として生 じさせ るPublicLaw528の も とでの

再 交 渉 の影響 を受 け る(subjectto)か も しれ な い。会 社 の役 員 は,そ の よ うな

再 交渉 が起 こるか どうか を予 測 す る ことがで きず,1942年4月30日 よ り前 に引渡

され た製 品 に関 して,再 交渉 に よって生 じるか もしれ ない修 正 一 も しあれ ば 一

が,同 日の 連結 上 の財 政状 態(position)に 与 え る影響 も,予 測す る ことが で き

まず,[図3]中 の 「PublicLaw528の も とで の 再 交 渉 」の 「PublicLaw528」

で あ る が,そ れ は,先 述 し た1942年4月28日 制 定 のSixthSupplemental

Nationa1DefenseAppropriationAct,1942の こ とで あ る(UnitedStatesSta-

tutesatLarge(1943,226))。 同 法 の も と で の 「再 交 渉 」 は,同 じ く先 述 した

よ うに,「 省 の長 官 に よ る 契 約 価 格 の再 決 定 」の こ と で あ る 。[図3]に よ る と,

こ の再 交 渉,即 ち再 決 定 に よっ て,「遡 及 的 に な さ れ る可 能 性 の あ る価 格 の修 正 」

が 問 題 に な っ て い る こ とが わ か る。 そ の 場 合 の 「価 格 」 と は,[図3]か ら判

断すると,売 上価格のことであろう。つま り,こ こで問題になっている 「契約

価格」 として 「売上価格」を考えることができるのである8)。なお,再 交渉に

7)Aircraft社 の1942年AnnualReport及 び2節 で紹 介 す る事例 は全 て,早 稲 田大

学 商学 部 教 員 図書 室編 の 『外 国企 業 年次 報 告書所 蔵 目録』(1974年)に 掲 載 され

てい る会社 のAnnualReport等 を1つ ずつ 調査 した結果,入 手 した もの であ る。

8)後 のAIA(1943)の 「財務諸 表 の表示 」 に は,次 の よ うに記 され てい る。
「…再交 渉 に よる払 い戻 しは

,通 常 「超 過利 益」 の 払 い戻 しを 中身 とす る もの

として言及 され るが,制 定法 の 規定 は,再 交渉 は,当 初 の契約価 格又 は売 上価 格

の修正 を中身 とす る もので あ るこ とを示 して い る。再 交渉 に よる払 い戻 しに対 し
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つ い て の 根 拠 規 定 は,UnitedStatesStatutesatLarge(1943,245,982-983)

に 示 さ れ て い る([図4]及 び[図5])。

[図4]

「各 省 の 長官 は,今 後 その省 に よっ て な された100,000ド ル を超 える金 額 のあ

らゆる契 約 に,以 下 の規 定 を入 れ る権 限を与 え られ てお り,入 れ る よう指示 され

てい る。 それ は,以 下 の規 定で あ る。(1)長官 の判 断 におい て,利 益 が合理 的 な確

実 さ を もっ て決定 され得 る一期 間又 は複 数 の期 間の契 約価格 の再 交 渉の た めの規

定,(2)(A)そ の よ うな再 交渉 の結 果 と して,超 過利 益(excessiveprofits)を 表 す

こ とが判 明 したあ らゆる契 約価格 の金額 の合衆 国に よる保持,あ るい は合 衆 国 に

対 す る返 済(repayment)の た め の規 定,… 」(SixthSupplementalNational

DefenseAppropriationAct,1942,SEC.403.(b)(UnitedStatesStatutesat

Large(1943,245)))(傍 線 筆者)

「その ような省 とのあ らゆ る契約 ,あ る いはそ の も とで の従属 契約 に よって,

各 省 の長 官 の意見 にお いて 超過 利益 が実 現 した,あ るい は実現 しそ うな時 にはい

つ で も,長 官 には 以下 の こ とにつ い て の権 限 を与 え られ てお り,指 示 され てい

る。 それ は,以 下 の こ とで あ る。(1)契約価 格 の再 交渉 を行 うこ とを契約 者や従 属

契約者 に要求 す るこ と,(2)そ の ような再 交渉 の結 果 と して,超 過 利益 を表す こと

が判 明 した契約 価格 の金 額 を契約 者 又 は従 属契 約者 に与 え ない でお くこ と,… 」

(SixthSupplementalNationalDefenseAppropriationAct,1942,SEC.403.(c)

(UnitedStatesStatutesatLarge(1943,245)))(傍 線 筆者)

て引 当金 を計上 す る こ とは,そ の売上 価格 の 回収又 は維 持 が合理 的 に保証 されて

い ない こ とを意 味 して い るので,委 員 会(AIA(1943)を 公 表 した会 計手 続委 員

会 の こ と一 筆 者 注)は,そ の 引 当金 は,む しろ 売上 か らの控 除項 目 として損 益

計 算書 に示 され るべ きであ る と信 じてい る。 …」(傍 線 筆者)

ここで 問題 に なるの は,再 交 渉の対 象 に なる 「契約価 格」 と 「売上 価格 」 の違

いで あ る。 実 際 に売 り上 げ られ れ ば,そ の売上 価格 が再 交渉 の対 象 に なる。 この

ケー スが,本 文 で 示 したAircraft社 の ケー ス で あ る。 一 方,本 文 の[図4コ 及

び[図5]で 想 定 され てい る よ うに,実 際 に売 り上げ られ る前 の段 階で は,言 い

換 えれ ば,「 超過 利 益」 が 「実 現 しそ うな」段 階 で しか な い場合 に は,実 際 に売

り上 げ られて はい ない ので,「 売 上価格 」 とい う言 い方 はで きない。この場 合 に,

再 交渉 の対 象 として考 え られて い るのが 「契約 価格 」 であ ろ う。
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[図5]

「…各 省 の長 官 は,今 後 そ の省 に よって な され た100,000ド ル を超 え る金額 の

あ らゆ る契約 に,以 下 の規 定 を入 れ る権 限 を与 え られてお り,入 れ る よ う指示 さ

れて い る。そ れ は,以 下 の規定 で あ る。

(1)長 官 の判 断 におい て,利 益が 合理 的 な確 実 さを もって決 定 され得 る一期 間

又 は複 数 の期 間 の契約価 格 の再 交渉 の ため の規定

(2)さ もなけ れば契 約者 に支 払 われ るべ き金額 の合 衆 国 による保持,あ るい は,

も し契約 者 に支払 わ れて いれ ば,契 約価格 の切 り下 げ を通 じて,除 去 されて

い ない あ らゆ る超 過利 益 の合 衆 国へ の返 済 のた めの 規定 …」(RevenueAct

of1942,SEC.801.(a)(UnitedStatesStatutesatLarge(1943,982)))(傍 線

筆 者)

「その ような省 との あ らゆ る契約 … に よって
,各 省 の長 官の 意見 にお い て実現

した利 益 ある いは実 現 しそ うな利益 が,お そ ら く超 過 して いる場合 には いつで

も,長 官 に は契約価 格 の再 交渉 を契 約者 … に要求 す る権 限 を与 え られ てお り,要

求 す る よ う指示 され てい る。 …」(RevenueActof1942,SEC,801.(a)(United

StatesStatutesatLarge(1943,983)))(傍 線 筆者)

次 に,SullivanMachineryCompany(以 下,「Sullivan社 」 とす る)の1943

年AnnualReportの 財 務 諸 表 の 脚 注5を 見 て み よ う([図6])。Sullivan社 の

[図6]-Sullivan社1943年 財 務諸 表 脚注5

「1942年度の損益計算書は,戦 時契約の再交渉に関係する法の影響を受ける

1942年12月31日 時点までの全ての事業に関して,そ の法に従う形で修正を行うた

めに改訂されたが,そ の修正は,該 当する法人税控除後の,剰 余金として繰越さ

は,会 社(Sullivan社 の こ と 一 筆者 注)に よ る合 意 が あ り,政 府 に よ り承 認 さ

れ た。

1943年 度の 再交 渉手 続 は,ま だ始 まって いな い。 この 目的 のた めに,売 上 と原

価 の デー タを別分 けす る の に多 くの時 間が必 要 にな るで あろ う し,そ の ため,1943

年 度 の再交 渉 に よっ て生 じるか も しれ ない払 い戻 し(refund)の 金額 の あ らゆ る

見積 も りは,現 時 点で は実 行不 能 であ るが,そ の ことは その年 度 につい て示 され

る結 果(results)に 重 要 な影 響 を与 え るか も しれ な い。 以上 よ り,

修 正 に対 す る引 当て は,一 切 な されて いな い。」(傍 線 筆者)
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ケ ー ス は,再 交 渉 の 結 果 が,留 保 利 益 で あ る利 益 剰 余 金 の控 除 項 目(57,000ド

ル 分)と し て 処 理 さ れ た こ と を 示 し て い る。 実 際,SuIlivan社 の1943年

AnnualReportの 「1940年12月31日 以 降 の 利 益 剰 余 金(EARNEDSURPLUS

SINCEDECEMBER31,1940)」 を見 る と,1943年 の 利 益 剰 余 金 の 推 移 に 関 し

て,「 連 結 上 の で は な い,期 首 時 点 の 残 高 」 か ら57,000.00ド ル が 控 除 され て い

る こ とが わ か る。

Sullivan社 の ケ ー ス に は,「 再 交 渉 」 に 関 して,興 味 深 い 点 が あ る。 そ れ は,

再 交 渉 に よ る払 い戻 しにつ い て の 引 当 金 が 設 定 で き るか ど うか が 問題 に な っ て

い る 点 で あ る。Sullivan社 の 経 営 者 は,払 い 戻 し の金 額 の 見 積 も りが で き な

い と 決 定 し た が,次 に 示 すTheAmericanRollingMillCompany(以 下,

「AmericanRolling社 」 とす る)の1942年 監 査 報 告 書(必 要 な部 分 の み 示 す)

で は,経 営 者 が 再 交 渉 に備 え て 引 当金2,500,000.00ド ル を計 上 して い る こ とが

わ か る9)([図7])。 こ こ ま で見 て きた契 約 価 格 の再 交 渉 の例 を念 頭 に置 くと,

2節 冒頭 で 示 した[図2]の 中 身 が,よ り理 解 しや す くな る で あ ろ う。

[図7]-AmericanRolling社1942年 監 査 報 告 書

「陸 軍省 の価 格修 正 委員 会及 び会社(AmericanRolling社 の こ と 一 筆 者注)

は,1942年 の戦 時契約 の再 交 渉 との 関係 で 政府 に払 い戻 され るべ き2,500,000.00

は,会 社 に よって受 け取 られ て いなか っ た。

我 々の意見 で は,前 段 落で 説明 されてい る払 い戻 しについ ての正 式 な承 認 を条

件 として(subjectto),添 付 され た連結 貸借 対照 表,連 結 損益 計算 書及 び連結剰

余金 計算 書 は,前 年 の もの と継 続 した基 準 に基づ い て適用 された一 般 に認 め られ

た会 計 原則 及 び慣 習 に準拠 して,1942年12月31日 時点 の会 社(companies)の 財

政状 態,及 び 同 日を もって終 了す る年 度の 経営 成績 を適正 に表示 して い る。」(傍

線筆 者)

9)USCA(2006,1046)に よ る と,"RenegotiationAct"と し て 掲 載 さ れ て い る も

の の う ち,UnitedStatesStatutesatLarge(1943)に 所 収 さ れ て い るSixth
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2-2AIA(1942b)の 評 価

[図2]及 びAIA(1942b)全 体 で は,「 不 確 実 性(uncertainties)」 の 定 義

は 明示 さ れ て い な いが,AIA(1942b)は,「 戦 時 契 約 の 再 交 渉 」 の とこ ろ で,

AIA(1942a)の 「再交渉 と財務諸表」の箇所を参照し,次 のように記 した([図

8])。

[図8]

「…委員 会(AIA(1942a)を 公表 した会 計手 続委 員会 の こ と(AIA(1942b)

の 「戦 時契 約 の再 交 渉」 を参 照)一 筆 者 注)は,会 計 の基 本 的 な 目的 は,可 能

な限 り最 も公正 な財 務 諸表 を示 す こ とで あ り,同 時 にそ の ような財務 諸表 の意 義

を制 限す る不確 実性 に注 意 を向 け させ るこ とで ある こ とを示 した。戦 時 契約 の再

交 渉 の可 能性 は 開示 され るべ きこと,通 常財 務諸 表 につ いての 脚注 は,要 求 され

る開示 を達 成 で きる こ と,い くつか の場合 には,引 当金が損 益 計算書 の控 除項 目

として示 され る形 で必 要か も しれ ない こ と,が 結 論づ け られた。…」(傍 線 筆 者)

「… さ らに ,様 々な価 格修 正委 員会 が,一 般 政策 が形 成 され てい る結果 と して,

再 交 渉手続 を行 って きて いるが,個 々の 会社 に与 え る再交 渉の 潜在 的 な影響 は,

なお も不透 明 で ある。 …」(傍 線 筆者)

ここで登場する 「戦時契約の再交渉の可能性」や 「再交渉の潜在的な影響」

という言い方や,引 当金が問題になっていることか ら推察すると,AIA(1942b)

が考 える 「不確実性」 とは,「将来に起 こる事象(こ こでは,再 交渉)の 結果

が決定 されていない状態」 とい う,ご く常識的なものであろう。次に,AIA

(1942b)の 「その他の戦時中の不確実性」の ところであるが,そ こでは次の

SupplementalNationalDefenseAppropriationAct,1942は,1942年10月21日 に

改 正 さ れ(本 文 で 述 べ た,"RevenueActof1942"の こ と),1944年2月25日 に

も改 正 さ れ た(こ の 点,USCA(2006,1051)も 参 照 。)。

最 後 の1944年2月25日 改 正 の も の は,"RevenueActof1943"と 呼 ば れ て い る

(UnitedStatesStatutesatLarge(1945,21))が,2節 で 紹 介 し て い るSulli-

van社 の ケ ー ス も,AmericanRolling社 の ケ ー ス も,改 正 日時 の 点 か ら見 て,

こ の"RevenueActof1943"が 適 用 さ れ る こ と は な い 。 参 照 す べ き法 は,Sixth

SupplementalNationalDefenseAppropriationAct,1942と1942年10月21日 改 正

の"RevenueActof1942"で よい こ と に な る 。
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よ う に記 され て い る([図9])。

[図9]

「戦争 の 到来 に伴 っ て
,事 業遂行 上 の多 くの困難 の結 果 と して,そ の他 の重 要

な不 確 実性 が問題 にな って きた。全 て の事 業 の大 部 分の割 合 は,現 在 の とこ ろ連

邦政 府 のた めの 契約,あ るい はそ の契約 に従 属す る契約 に基づ い て,直 接又 は間

接 に なされ てお り,そ の ような契約 に関係 す る どの会 計期 間 の損益 計算 書 に反 映

されて い る利 益 も,必 然 的 に,そ の製 品の最 終 的 な受 け入 れ と,そ れ につ いて の

最終 的 な支払 いに基 づ いて修 正 され る よ うな(subjecttoadjustment)見 積 も り

に基 づ か なけれ ば な らない。全 て のそ の よ うな契 約又 は従 属 契約 の も とで は,原

価 加 算報 酬方 式 に よる もので あ って も,固 定 価格 方式 に よる もの であ って も,ど

ち らであ っ て もそ の利 益 は,再 交 渉 の影 響 を受 ける もので あ り(subjecttore-

negotiation),含 め られ るべ き原価 の要素 につい ての意 見 の相違 の余 地が あ り,… 」

(傍線筆 者)

[図9]で も,「再交渉の影響を受けるものであ り…」 という表現や,「利益

も,… その製品の最終的な受け入れと,そ れについての最終的な支払いに基づ

いて修正 されるような…」 という表現が見 られる。前者の 「再交渉」は,「 将

来に起こる再交渉(の 結果)」 であるし,後 者の 「最終的な」 という言い方は,

将来のことに言及 した言い方である。そうすると,こ こでの 「その他の重要 な

不確実性」 の 「不確実性」 も,「将来に起 こる事象の結果が決定 されていない

状態」 と言 ってよいであろう。他に,AIA(1942b)の 「その他の戦時中の不

確実性」のところにある説明には,例 えば,次 のようなものがある([図10])。

[図10]

「RevenueActof1942に は
,救 済規 定 を含 む多 くの規 定 が あ り,そ れ につ い

て は様 々な解釈 が 可能 であ り,そ の最 終 的 な影響 を決定 す るの に は,多 くの 時 間

が必要 にな るであ ろ う。 税金 の現 在 の計算 は,そ れ ゆえ,必 然 的 に,規 制 が公 表

され,投 資資本,基 準期 間 の利益,そ して課税 所得 につい て の最 終 的 な決定 が な

され た後 に改訂 され る よ うな(subjecttorevision)見 積 も りに基 づ いて な され
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以上により,AIA(1942b)で 言われている 「不確実性」の中身は推察でき

た。将来に起 こる事象の結果が(財 務諸表作成時点で)決 定 されてない場合に,

会計上の対応で問題になるのは,そ の結果 を見積 もることができるかどうかで

ある。[図8]は,AIA(1942a)を 参照する形で 「引当金」に言及 していた し,

[図9]～[図10]で も,不 確実性下での見積 もり数値での財務諸表の作成が

念 頭 に置 か れ て い た。 実 際,戦 時 契 約 の再 交 渉 の 問題 に つ い て は,2-1[図

7]のAmericanRolling社 の 経 営 者 は,政 府 に払 い戻 され るべ き2,500,000.00

ドル の 引 当金 を認 識 して い た。

一方
,将 来事象の結果 を経営者が見積 もれない状況 も当然考えられ,実 際,

2-1[図6]のSullivan社 では,再 交渉による払い戻 しに対する引当金額

が見積 もれない旨の脚注開示がなされていた。また,[図3]のAircraft社 で

は,「引当て」 という表現は出てこないが,再 交渉が起こるか どうかが予測で

きない旨の脚注開示,及 び再交渉によって生 じるか もしれない修正が,1942年

4月30日(Aircraft社 の決算 日)の 連結上の財政状態に与える影響が役員に予

測できない旨の脚注開示がなされていた10)。

10)AIA(1943)は,「 再 交渉 の た め の払 い戻 しに対 す る引 当金 」 の と ころで,以 下

の ように記 してい る。 そ こでは再 交渉 を取 り巻 く環 境 の変化 に よっ て,払 い戻 し

の金 額 を合 理的 に見積 もる こ とが で きる場 合 に は,発 生 の可 能性 が高 い再 交渉 の

た めの払 い戻 しのた め に,引 当金 が計 上 され るべ きで あ るこ とが示 され てい る。

逆 に言 えば,「 払 い戻 しに 関す る不 確実 性 の領 域」 が 少 な くは ない 状況 で は,再

交 渉の ため の払 い戻 しにつ いて,引 当金 の計上 が難 しか った ことが伺 わ れ る。
「公報 第15号(AIA(1942a)の こ と 一 筆者 注)の 公 表以 来,多 くの会社 は,

再 交 渉 の手 続 を完 了 して きた。 そ う した 手続 に関 す る公 表 デ ー タ及 び そ の他 の

デ ー タは,会 社及 び会 計士 に利 用 で きる もの であ り,そ して そ う した 手続 に 関す

る進展 は,多 少 とも,払 い戻 しに関す る不 確実性 の領域 を少 な くして きた 。 この

ことは,過 年度に再交渉手続を完了してきた会社,あ るいはなされるべき全体の

払い戻しについての意見の相違が大きくなさそうである点まで再交渉についての

議論が進んだ会社については,特 に正しい。それゆえ委員会は,現 在の再交渉の

事項 を取 り巻 く環 境 で は,会 計研 究公 報第15号 が拡 張 され るべ きほ どに なっ てい

る と信 じてお り,多 くの 場合 にお いて,発 生 の可能 性 が高 い(possible)再 交 渉

の ため の払 い戻 しの 会計 上 の取 り扱 いは,正 確 に決 定 はで きな いけれ ども発 生 し

て い る負 債 につ いて の合理 的 な見積 も りを中 身 とす る全 ての負 債 につ いて,財 務

諸表上で引当金が設定されるべきである,と する確立した会計原則に基づくべき
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さて,2節 の最初で示 した[図2]で あるが,そ こでの 「存在する不確実性」

あるいは 「重要な不確実性」が想定 しているのは,タ イプAの 未確定事項 とタ

イプBの 未確定事項のどちらであろうか。

経営者が将来事象の結果を見積 もれない場合には,そ の状況について,脚 注

で開示するという方法が考えられる。財務諸表本体 に認識できないのだから,

正 に一定の開示ルールのもとでの 「脚注が不可欠」になる。監査人がこの時の

経営者の判断に同意すれば,こ の状況はタイプAの 未確定事項になる。また,

見積 もりができないとする経営者の判断に同意で きなければ,そ の判断は監査

上の除外事項 になる。[図2]の(2)の 「1つ あるいは1つ よ り多い…」の記述が,

このような状況を想定しているのなら,そ れは十分理解で きる11)。

問題は,こ の時[図2コ が言 うように 「開示が,そ の点についての監査報告

書上での言及 によって補足 されるべ きだ」,あ るいは 「監査報告書上でもそれ

らに対する特別な注意が払われるべき」と言えるか どうかである。[図2]が,

具体的にどのような 「監査報告書上での言及」手段 を考えているかはわからな

いが,坂 柳(2006a,155-179)で 議論 したように,タ イプAの 未確定事項に直

面 した場合の理論的対応は,「無限定適正意見のみ」であった。「存在する不確

実性についての強調 の必要性」 という記述を見ると,[図2]は,何 かの財務

諸表利用者の期待に応 えようとする監査人(及 びその監査人の対応)を 想定し

ているのか もしれないが,「 強調を必要 と感 じるか どうか」 という点は,個 々

の監査人の判断の問題であ り,一 般的な議論 にはそ ぐわない。「強調 を必要 と

感 じない」監査人も想定できてしまうのである。[図2]の 議論は,仮 に[図2]

であ る,と 信 じてい る。 この原則 の も とで は,そ の よ うな払 い戻 しの金 額 を合 理

的 に見 積 もる こ とが で きる場合 は どこで も,発 生 の可 能性 が高 い再 交渉 の ため の

払 い戻 しの ため に,引 当金 が計 上 され るべ きで ある。」(傍 線筆 者)

11)AICPA(1942b)で 考 え られ てい る 「不 確 実性 」 の も とで,経 営 者 が見積 も り数

値 を認識 し,金 額 的重 要性 も考 慮 して 「見積 も りの合 理性 が ない」 と監査 入 が判

断す れ ば,そ の見積 も り項 目は 除外事 項 に なる。本 文 と同様 に,[図2]の(2)の 「1

つ ある いは1つ よ り多 い …」 の記述 が この状 況 を考 えて いる な ら,そ の記述 は十

分 納得 で きる。
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が タイプAの 未確定事項を想定 しているとして,「無限定適正意見以外の対応

を監査人が必要だと感 じたら,そ の対応は,無 限定適正意見以外の対応になる」

と言っているだけのように思われる。必要なのは,「なぜ 「無限定適正意見のみ」

の対応が排除されるのか」 とい う点である。同様 に,「不確実性の累積的影響

が余 りに大 きく,意 見差控があ り得る場合」が想定されているが,タ イプAの

未確定事項に直面 した場合の対応 として,意 見差控は成立 しない。

しか し,AICPA(1942b)で 考 えられている 「不確実性」には,経 営者に

見積 もりがで きるかどうかという視点がないので,タ イプAと 同様,タ イプB

の未確定事項 も排除されない し,そ れを考 えることがで きる。[図2]で は,「財

務諸表…での開示」 となってお り,「脚注が不可欠の部分を占める」 ものの,

財務諸表本体の開示 も排除されてはいない。つ まり,こ こでの見積 もり額も「開

示」対象 になるわけである。

問題 は,タ イプBの 未確定事項について問題になる,「経営者の見積 もり額

の合理性が監査人に確かめられない」状況が,[図2]で 言 うところの,開 示

について 「監査報告書上での言及によって補足 されるべ き」状況に含 まれるの

か,と いう点である。「補足」という言葉の捉え方にもよるが,見 積 もりの合

理性が監査人によって確かめられない状況は,「監査報告書上での言及によっ

て補足 されるべ き」状況には 「含まれない」 という主張を,筆 者は排除するこ

とができず,「含 まれる」という主張を支持する積極的な論拠は見出せてない。

読者の方々はどうだろうか。「存在する不確実性 についての強調の必要性」 と

いう記述か ら見ると,[図2]の 理解 として,「不確実性」についての脚注開示

が十分になされていることを確かめた上で,そ うした 「不確実性」についての

開示を 「強調する」 という監査人の役割を思い描 くことはでき,正 にタイプA

の未確定事項についてはそれが可能なのであるが,一 その 「強調」の役割自

体の論理的導出可能性 は,筆 者は見出せないが 一 タイプBの 未確定事項の よ

うに,経 営者の見積 もり自体の合理性が確かめられない場合が明示的に想定さ

れているとは言 えないだろう。

同様のことは,[図2]の 「(1)財 務諸表が,… と監査人が感 じている場合」
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の説明のところの,「 監査報告書上で もそれ らに対す る特別な注意が払われる

べ き」 についても当てはまるであろう。「可能な限 り財政状態や経営成績 を適

正に表示 していると監査人は信 じている」状況において,「特別な注意が払わ

れるべ き」とされているので,こ うした想定 と整合的なのは,タ イプBの 未確

定事項ではなく,脚 注開示が十分なされていることを確かめて,他 の除外事項

がない状況で無限定適正意見 を表明することになるような,タ イプAの 未確定

事項の方であろう。タイプBの 未確定事項に直面 した監査人は,経 営者の見積

もりの合理性が確かめ られないので,「財政状態や経営成績を適正に表示 して

いる」 とは判断 しないはずである。

[図2]で タイプBの 未確定事項 を想定 していると解釈で きるのは,「(3)

監査人が,… 意見差控があり得 る場合」の記述である。タイプBの 未確定事項

に直面 した場合の監査人の対応は,坂 柳(2006b,157-166)で 議論 した。経

営者の見積 もり数値の合理性が確かめられないことによって,そ の潜在的な重

要 な虚偽表示の金額的影響が他の財務諸表項目にどの程度影響 を与えるのかと

いう意味の 「浸透性」 を監査人が判断 し,浸 透性があ り,潜 在 的虚偽表示の影

響が他の財務諸表項 目にも連鎖的に及んでいるため,財 務諸表利用者にとって

は財務諸表の有用性がないと判断 した場合の対応は,「意見差控(意 見不表明)」

であった。反対に,タ イプBの 未確定事項 によって,重 要な潜…在的虚偽表示の

影響 はあるにして も,浸 透性がない場合には,財 務諸表は有用であると監査人

が判断することも考えられる。この時の監査人の対応として考えられるのは,

subjecttoopinion等 の意見表明であった。

[図2](3)の 「累積的影響」についても,説 明は見 られないが,タ イプBの

未確定事項の個数によっては,経 営者の見積 もり額の合理性が確かめられな

かった項 目が多 くなり,潜在的な虚偽表示のある項 目が多 くなるという意味で,

財務諸表数値のより多 くが未確定の影響 を受けていることになる。この状況は,

坂柳(2006b,157-166)の 言 う,タ イプBの 未確定事項に浸透性がある状況

である。このようなことを想定 して,「 その不確実性の累積 的影響が余 りに大

きく」 ということが言われているなら,筆 者 はこの主張を理解できるし,監 査



未確定事項に直面した監査人の対応 10ヱ

人の対応 として意見差控が考えられているのも理解で きる。 しか し,[図2]

の 「(3)監 査人が,… 意見差控があ り得る場合」の説明が,タ イプAの 未確定

事項 を想定 しているとした ら,筆 者 はその意味を理解できない。坂柳(2006a,

155-179)で 議論 したように,タ イプAの 未確定事項 に直面 した場合の対応 と

して,意 見差控は考えられないからである。

2-1で 見た 「戦時契約の再交渉」を踏 まえながら,AIA(1942b)の 「監

査報告書上の開示」の中身を検討すると,AIA(1942b)の 「不確実性」の捉

え方のもとでは,経 営者が将来事象の結果 を見積 もれる状況 と,そ れが見積 も

れない状況の2つ が想定でき,そ の結果,タ イプAとBの 未確定事項の両方が

想定できて しまうが,[図2]の 「監査報告書上の開示」では,そ の区別がで

きていなかった。その点が,AIA(1942b)の 問題である。

[図2]の 「(1)財 務諸表が,… と監査人が感 じている場合」の説明,及 び

「存在する不確実性についての強調」が必要な状況は,タ イプAの 未確定事項

を指 していると考えることができたが,そ の時の監査人の対応は,他 の除外事

項がなければ,「 無限定適正意見のみ」になる。[図2]は,「 無限定適正意見

のみ」が排除 される理由を示 していなかった。一方,[図2]の 「(3)監 査人が,

…意見差控があ り得る場合」の説明は,タ イプA・B両 方の未確定事項を想定

していると考え られ,そ の意味では,日 本の現行監査基準 「第四 報告基準

五 監査範囲の制約4」 と同じ特徴を持っている。

タイプAの 未確定事項 に直面 した場合の対応が 「無限定適正意見のみ」であ

る以上,監 査人の対応 として,意 見差控を考 えると,選 択された意見差控を見

た財務諸表利用者は,(1):無 限定適正意見を表明で きるのに,意 見差控が選択

されているだけなのか,そ れ とも,(2):意 見表明ができないので意見差控が選

択 されているのかが,わ か らなくなる。このような意味の不確実性 を解消する

のに時間がかかれば,財 務諸表利用者には,脚 注4に 示 した意味での経済的負

担が生 じることになる。この問題は,タ イプAの 未確定事項に直面した場合の

対応 として,意 見差控 を考えてしまったことによって生じる問題である。意見

差控 は,タ イプBの 未確定事項に直面 した場合の対応なので,2つ の未確定事
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項 を一緒にするのではな く,それぞれの論理的な対応 を導 く状況を識別すれば,

上記の問題は解消されるはずである。タイプAとBの 未確定事項の区別が必要

なのは,以 上の理由による。タイプAとBの 未確定事項の区別の必要性は,現

行監査基準 「第四 報告基準 五 監査範囲の制約4」 やAIA(1942b),

そ して両者を識別 していない全ての制度に当てはまるであろう。

2-3AIA(1942b)に 言 及 して い る文 献 の 評 価

さて,[図2]の 「監 査 報 告 書 上 の 開 示 」 に つ い て,文 献 は どの よ う な こ と

を 言 っ て い た の で あ ろ う か 。 林(2005,4-5)に は,次 の よ うに 記 され て い

る([図11])。

林(2005,4-5)が,本 稿2-2の よ う に,AIA(1942b)の 規 定 を 一 定

の 理 論 フ レー ム の も と に分 析 ・評 価 して い る の で は な く,AIA(1942b)の 規

[図11]

「未確定事項に初めて言及 した監査基準は,戦 時中という特殊事情を念頭に置

かなければならないが,1942年12月 にAIAか ら公表されたSAP第15号 「戦時

における不確実性の財務諸表への開示」(AIA[1942])で ある。SAP第15号 は,

戦時契約の再調整の影響によって重大な不確実性が生じることや,戦 争で受けた

損害についての保険請求の最終的な帰結は不確実であることなど,戦 時における

重要な不確実性の存在を指摘している。そして,重 要な不確実性に関する監査報

告について,無 限定意見または限定意見の表明あるいは意見差控が必要な状況を

次のように示している。

① 財務諸表は財政状態および経営成績を可能な限り適正に表示しており,財

務諸表および監査報告書のなかで特別な注意が払われなければならない不確

実性は存在するが,監査報告書において限定事項を記載する必要はない場合。

② 限定事項とすべき一つまたは複数の不確実性が存在する場合。

③ 財務諸表を証明する範囲と財務諸表全体に対する通常の意見を表明できな

い理由を説明することができるとしても,不 確実性の累積的影響が非常に大

きいため,一 切の意見を表明できない場合。

しかし,SAP第15号 には,こ れらの状況を明確に区分する説明や監査報告書

で使用する文言は示されていない。」(傍線筆者)
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定を単に要約 ・紹介 しているだけであることは,筆 者も理解 している。しか し,

その場合であって も,AIA(1942b)が 問題にしている 「不確実性」は,筆 者

の分析 によると,「将来に起 こる事象の結果が決定 されていない状態」を指 し

ているのであるから,経 営者の会計上の対応 として,将 来事象の結果が見積も

れる場合 と,そ れが見積 もれない場合の2つ が当然考えられる し,2-2の[図

9]～[図10]に あったように,見 積 もりを行う経営者を念頭に置いた記述 も,

AIA(1942b)に は見 られるのである。

筆者及び筆者の議論に賛同す る論者は,AIA(1942b)を 要約 ・紹介する場

合で も,林(2005,4-5)の ような紹介の仕方はしないであろう。なぜなら,

除外事項がある場合や,除 外事項がない状況で無限定適正意見 を表明する場合

を除 くと,経 営者による見積 もりが行 える場合 とそうでない場合の2つ を要

約 ・紹介 を行 う途中で意識せざるを得 なくな り,「それぞれに直面 した場合の

監査人の対応 は,タ イプAとBの 未確定事項に直面 した対応 ということで,本

来異なるはずの ものであるが(2-2を 参照)」 とい う形の留保をつけざるを

得 なくなるか らである。さもないと,少 な くとも筆者は,未 確定事項に2つ の

タイプがあることを無視 してよいのか,と いう批判に応 えられない。林(2005,

4-5)は,経 営者による見積もりが行える場合 とそうでない場合を区別 して,

未確定事項に2つ のタイプがあることを考 えなかったのだろうか。

もっとも,坂 柳(2005b,270)の[図12]に 示 したように,林(2005,70)

はタイプBの 未確定事項 を否定 しているので,[図11]で は,2つ の未確定事

項 について言及 していないのかもしれない。 しかし,タ イプBの 未確定事項を

否定する林(2005,70)の 主張に,論 理展開上網羅すべき状況 を網羅 していな

いとい う意味で,合 理性がないことについては,坂 柳(2005b,269-274)で

指摘 したし,そ もそも林(2005,70)に しても,林(2005,4-5)に しても,

タイプBの 未確定事項 に言及 していると考え られる文献や事例や理論構造 一

本稿以前の筆者の議論及び本稿 を参照 一 に気づいた上で,タ イプBの 未確定

事項を否定したのだろうか。また,そ れらに気づいた上で,[図11]の ように,

タイプBの 未確定事項 に触れていないのだろうか。気づいていたのなら,そ の
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ことについての記述が必要であろう。

そうすると,必 要になるのは,筆 者が タイプBの 未確定事項に言及 している

と考えている文献や事例 に見 られる記述,そ して一般理論構造 を1つ ずつ吟味

し,そ れらがタイプBの 未確定事項について言及 していないことや,そ うした

一般理論構造は成立 しないことを論証することであろう。こうなると研究は,

タイプAの 未確定事項の他に,タ イプBの 未確定事項はあるのかどうか という

根本 にまで及ぶ ことになる。 このような議論に取 り組 まないで,単 にAIA

(1942b)を 要約 ・紹介 しているところが,林(2005,4-5)の 問題点 であ

る12)。

3.監 査手続書第32号(AICPA(1962))の 評価

3-1AICPA(1962),44項 の評価

2節 では,監 査手続書第15号(AIA(1942b))の 合理性 を検討 した。そ こ

では,タ イプAとBの 未確定事項が明確に識別されていない点が問題であった。

12)あ る いは,林(2005,4-5)が 考 えてい る 「戦時 にお け る重要 な不確 実性 」 と,

筆 者が 分析 した,AIA(1942b)が 問題 に して いる よ うな 「不 確実 性」 は,意 味

が違 うので あ ろ うか 。 そ うだ と した ら,両 者 は ど う違 うのか につ い ての論 証が,

今 後林氏 の 方 に必要 に な るであ ろ う。

また,未 確 定事 項 に タイ プAとBの2つ が あ るか どうか を問 うて いな い とい う

意 味 で,林(2005,4-5)と 同様 の問題 が あ る もの に,永 見(2003,78)が ある。

そ こ には,以 下 の よ うに記 され てい る。
「『戦 時下 におけ る未確 定事 項 が財務 諸 表 に及 ぼす 影響 の 開示』1942年

,初 め

て 未確 定事 項 に言及 した監査 基準 が公 表 され た。戦 時下 とい う状 況の 中 で,戦 時

契 約 の再 交 渉,あ るい は戦争 に よ る被 害 に対す る保 険請 求 な ど,財 務 諸表 に影 響

を及 ぼす深 刻 な未確 定事 項が 存在 してい た。会 計士 協会 は,監 査 手続 書 第15号 『戦

時 下 にお ける未確 定事 項 が財 務諸 表 に及 ぼす影響 の 開示』 におい て,か か る事項

を財 務諸 表 で 開示 す る こ との 重要性 の み な らず,監 査 報告 書 にお いて も言 及す る

こ とを要請 したので あ る。未確 定事 項 を監 査報 告書 に記 載す る様 式 は,① 未確 定

事 項 が存在 す るが,除 外 事 項 を記 載す る必要 はない 場合(無 限定適 正 意見),②

除 外事 項 が必 要 とされ る場 合(限 定 付 適正 意見),お よび③ 未確 定事 項 の累 積 的

影響 が 非常 に大 きいた め,意 見 を表明 で きない場 合(意 見差 控),の3段 階 に よ

る もの であ っ た。」(傍 線筆 者)
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また,想 定 されていると考えられる状況に直面した監査人の対応が,論 理的 と

は言えないものがあり,こ の点 も問題であった。

それでは,1962年9月 に公表された監査手続書第32号(AICPA(1962))は

どうだったのであろうか。3節 は,AICPA(1962)の 合理性を検討す る。そ

の対象は,未 確定事項 との関係か ら見て,AICPA(1962)中 の 「特定の項 目

についての将来の進展の影響に関する異常な不確実性」の44～46項 である。ま

ず,44項 か ら見てみよう([図12])。

[図12]

「会社の経営者は,通 常,財 政状態や経営成績に影響を与える事項を評価する

ことが期待されている。ある事項の及ぼす可能性のある影響が,意 見表明の時点

で合理的に決定できない場合一 何らかの訴訟,税 務上の事項,及 び財務諸表に

重要な影響を与えるかもしれないその他の偶発事象,そ して最終的な結果が経営

者以外の第三者の決定に依存しているような場合一 には,独 立監査人は,彼 の

意見 を適切に限定すべ きである。そのような場合には,

(subjectto)」 という言い方を用いるのが適切である。例としては,次 のような

ものがある。

(意見 区分)

我 々の意 見 では,財 務 諸表 の脚 注Aに 示 されて い る ように,過 年度 の会 社 の所

得税 に関す る負 債 の最終 的 な決定 か ら生 じるか も しれ ない貸 借対 照表 や利 益剰 余

金 計算 書 に与 え るあ らゆ る修正 の影 響 はあ るが(subjecttoanyadjustments),

添付 され た財 務 諸表 は … を適 正 に表示 してい る。

会社 は,利 息 を控 除 した総 額 …… ドル に含 まれ る,1958年 か ら1960年

まで の 問 に内 国歳 入 庁 に よって 主 張 され た 連結 上 の 連邦 所得 税 の不足 額 につ い

て,現 在 争 っ てい る。 問題 に なって い る点 は,相 反 す る連邦 裁判所 の判 決 が ある

点 と,さ らな る訴訟 が必 要 に なるか もしれな い点 であ る。結 果 として,こ の時 点

で,会 社 の負債 額 の程度 を決 定す るこ とは 一 仮 に負 債 が ある に して も 一 で きな

い 。 この偶発 債 務 につ いて,引 当て は一切 な され てい ない。」(傍 線筆 者)

[図12]の 「脚 注A」 の,「 会 社 の負 債 額 の程 度 を決 定 す る こ と は … で き な い」

と の記 述 で あ る が,(1):[図12]全 体 が,「 あ る事 項 の及 ぼ す 可 能 性 の あ る」や,
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「最終的な結果」等の将来に発生す る何 らかの事象を念頭 に置いた記述 を行っ

ていること,そ して(2):「 引当ては一切 なされていない」 との記述が見られる

ことか ら判断する と,こ こでの 「決定することは…できない」 は,「見積 もれ

ない」 を指 していると言ってよい。そう言い換えて も,[図12]の 記述の意味

は通るであろう。

一方 ,[図12]に は,監 査上の除外事項がある旨を示 した記述はない。とい

うことは,[図12]で は,財 務諸表作成にあたっての経営者の判断に同意して

いる 「独立監査人」 を考 えていることがわかる。先述の通 り,[図12]で 想定

されている経営者の判断は,「会社の負債額の程度を決定することは…できな

い」,即 ち,「負債額の見積 もりがで きない」 というものであ り,そ の見積 もり

ができないとの判断に監査人が同意 しているのだから,監 査人が直面するこの

状況は,タ イプAの 未確定事項であることがわかる13)。

[図12]に よると,こ うしたタイプAの 未確定事項に直面 した場合の監査人

の対応 として,subjecttoopinionが 考えられていることがわかる。 しか し,

坂柳(2006a,155-179)で 議論した ように,タ イプAの 未確定事項に直面 した

場合の対応 として,理 論的にsubjecttoopinionを 導 くことはで きない。 タイ

プAの 未確定事項に関する注記が十分になされていることが確かめ られたら,

監査人の対応 は,他 の除外事項がなければ 「無限定適正意見のみ」 になる。論

13)[図12]の 「あ る事項 の及 ぼす 可能 性 のあ る影響 が,意 見 表 明の時 点 で合 理 的 に

決定 で きない場 合 」 につ い て は,1つ 議 論 が あ る。そ れ は,「 合 理 的 に決 定 で き

ない」 そ の主 体が,経 営者 な のか,そ れ と も監査 人 なのか,と い う問題 で ある。

この論 争 は,[図12]の 記述 か らは,決 着 がつ か な いで あ ろ う。 しか し,本 文

で述 べ た よ うに,[図12]は タイプAの 未確 定事 項 に言 及 してい るの だ か ら,経

営 者 の 「合理 的 な見積 も りが で きな い」との判 断,即 ち,「合 理 的 に決定 で きな い」

との判 断 に監査 人 が 同意 してい る こ とにな り,結 局,経 営 者 も監査 人 の どち ら も,

将来 事象 の結 果(及 びそ れが 当期 の財務 諸 表 に与 え る影響)に つ い て は,「 合 理

的 に決 定 で きな い」 と判 断 して い る こ とにな る。従 って,「 あ る事 項 の及 ぼ す可

能性 の ある影 響が,意 見表 明 の時点 で合 理 的に決 定で きない」 主体 は,経 営 者 と

監 査 人 の両方 が考 え られ,ど ち らかに決 め る必要 は ない こ とにな る。 なお,ど ち

らか に決 め ない こ とに よっ て,[図12]が タイ プAの 未確 定 事項 に言及 して い る

とい う結論 が 変 わる こ とはない 。
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理的に成立する余地が見 出せ ないものを実務 として採用 したのはなぜだろう

か。[図12]で は,「独立監査人は,彼 の意見を適切に限定すべ きである」 と主

張 されているが,そ の理由は示 されていない。このように,タ イプAの 未確定

事項について言及 しているのに,監 査人の対応の文例 としてsubjecttoopin-

ionを 示 している点が,AICPA(1962),44項 の問題点である。

3-2AICPA(1962),45項 の 評 価

そ れ で は,続 け てAICPA(1962),45項 を見 て み よ う([図13])。

[図13]

も しれ ない。 そ の よ うな場 合 に は,「 ～ を条件 と して(subjectto)」 とい う言 い

方 を用 い るのが 適切 で あ る。例 え ば,次 の よ うな もの があ る。

(意見 区分)

我 々の意見 で は,脚 注 … に記述 されて いる よ うに,

まず,「 繰延研究開発費がそれによって最終的に回収 される」 という言い方

であるが,Xプ ロジェク トが成功に終わるにしても,そ うでないにしても,ま

た,繰 延研究開発費が最終的に回収されるにしても,さ れないにしても,そ う

した事象の結果が判明するのは,監 査人の対応決定後の将来である。そうする

と,こ こでの"subjectto"は,「 回収」 という 「将来の特定事象の発生を前提

にしていることに監査人が言及する場合」(坂柳(2005a,166)の 脚注6を 参照)

に該当することになる。その場合の"subjectto"の 訳 し方であるが,例 えば,

「条件 として」としておけばよい。この点についても,坂 柳(2005a,166-167)
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の脚注6を 参照頂 きたい14)。

一方,[図13]で は,こ の 「繰延研究開発費」が将来に回収 されるかどうか

が問題になっているが,3-1の[図12]に 見 られたような経営者の会計上の

対応は,明 示 されていない。従って,繰 延研究開発費の回収可能額が,(1):見

積 もれないと判断 している経営者 と,(2):見 積 もれると判断 している経営者の

両方 を議論の上で想定する必要がある。

まず,(1)に ついてであるが,[図13]に は,経 営者の会計上の対応を除外事

項 とする旨の記述はないので,[図13]が(1)を 想定 していると考 えた場合でも,

そこで考えられている監査人は,繰 延研究開発費の回収可能額を見積 もれない

とする経営者の判断に同意 していると考えてよい。この状況は,タ イプAの 未

確定事項 である。そ うす ると,議 論 は全て3-1のAICPA(1962),44項 の

分析に帰着す る。(1)の場合に,[図13]が 例示 しているようなsubjecttoopin-

ionを 選択する余地はない。AICPA(1962),44項 だけでなく,45項 も,理 論

的に正 しくない監査人の対応を例示 していたということになる。

AICPA(1962),45項 で注 目すべ きなのは,2つ 前の段落の(2),即 ち,繰 延

研究開発費の回収可能額が経営者は見積 もれる,と 判断している場合である。

この場合,[図13コ の 「…… ドル相当の繰延研究開発費」の 「…… ドル」は,

繰延研究開発費の回収可能額の見積 もり金額を表すことになる。

金額的重要性の判断 も含め,そ のような経営者の見積 もりの合理性が監査人

に判断できれば,監 査人の対応 は,除 外事項があるかないかによって決まるが,

[図13]が そのような世界 を想定 していないことはす ぐわかる。ということは,

[図13]の 想定する世界は,そ うした経営者の見積 もりの合理性が監査人に判

断できない状況だということになる。この状況は,タ イプBの 未確定事項であ

る。[図13]の 「経営者の判断に依存する資産の評価又 は実現可能性 に疑義が

14)2-2の[図7]で 紹介 したAmericanRolling社 のケ ース も,再 交 渉 に つ いて

の払 い戻 しの承 認 とい う将来 の事 象 の発生 を前提 に してい る とい う意 味 を訳 出す

るた め,「 …前 段 落 で説 明 され て い る払 い戻 しにつ いて の正 式 な承認 を条件 と し

て…」 と訳 してい る。
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生 じていることから生 じる不確実性」 という記述は,そ のままでは理解が難し

いか もしれないが,ど ちらのタイプの未確定事項なのか という視点を持つと,

一 明示的ではな くても一 それが タイプAだ けでな く,タ イプBの 未確定事項

も想定 していることがわかる15)。つま り,日 本の現行監査基準 「第四 報告

基 準 五 監 査 範 囲 の 制 約4」 と同 様,AICPA(1962),45項 で は,タ イ

プAとBの 未確定事項が混在 してい ることがわかる。 この点が,AICPA

(1962),45項 の1つ 目 の 問 題 点 で あ る 。 一 方,2つ 目 の 問 題 点 は,AICPA

(1962),45項 が 文 例 と して挙 げ て い るsubjecttoopinionに 関 す る も の で あ り,

そ の 点 を以 下 に示 す 。

ま ず,AICPA(1962),45項 が,タ イ プBの 未 確 定 事 項 に 言 及 し て い る と

解釈する余地があるのなら,そ れに直面 した監査人の対応が どうなるのかが問

15)筆 者 に対 して,AICPA(1962),45項 が 例示 して い る よ うな,「 研 究 開発 費」 を

繰 延べ る会 計処 理 自体 の合理 性 は問 わ な くて よい のか,と い う批 判 が な され る可

能 性 が ある。仮 に,何 か の議 論 に よっ て,[図13]で 例示 され てい る 「研 究 開発 費 」
一 具体 的 な 中身 は必 ず しも明 らか では ない が 一 を繰 延べ ない とい う結論 が得 ら

れ た と しよ う。 そ の場合,45項 を理解 す るた めの 素材 と して は,何 か別 の項 目が

例 示 され る と考 えるべ きで あ ろ う。 別の例 示 が なけ れば,同 項 の 中身が正 確 に理

解 で きな い可能 性 があ るか らで あ る。45項 の作 成 者 も,例 が なけれ ば理解 が 難 し

い こと を理 由 に,「 繰 延研 究 開発 費」 の例 を挙 げ た と推 察 され る。 もし,「 繰延 研

究 開発 費 」 の例 が な けれ ば,[図13]の 「経営 者 の判 断 に依 存 す る資 産 の評価 又

は実現 可 能性 に疑義 が生 じてい る こ とか ら生 じる不 確 実性」 の部分 を理解 す る た

め に,筆 者 は,代 わ りに例示 され るであ ろ う 「繰延 研 究開発 費」 以外 の項 目,あ

るい は筆者 自 らが想 定す る項 目に よって,本 文 に示 したの と同様 の 分析 を行 うだ

けで あ る。

筆者 が 本 文で行 った の は,[図13]が どの ような世 界 を想 定 してい るの か の見

極 め で あ り,[図13]で は 「繰 延研 究 開発 費」 が 例示 され てい た ので,そ れ を も

とに分析 を行 った 。 もち ろん,そ の よ うな見極 め を行 うの は,AICPA(1962),

45項 の内容 を正 確 に理解 した上 で,そ の合 理性 を評価 し,監 査 人の行 為指 針 で あ

る監査 基準 と して,そ れ を採 用す る余 地 があ るか どうか を検 討す るため であ る。

従 っ て,本 脚 注 の 冒頭 に示 した批 判 に対 しては,「 研 究 開発 費」 を繰 延 べ るべ

きか 否か とは無 関係(独 立)に,適 切 な例 や 想 定 の も とで,[図13]の 内 容 を理

解 しよ う とす る作業 は進 め られ るの で,少 な くと も本稿 におい て は,筆 者 は 「研

究 開発 費」を繰 延べ る会 計処 理 の合理 性 は問 わ な くて よい,と 回答す る。筆者 は,

45項 が 想 定す る世界 を把 握 す るため の分析 手段 の1つ と して,「繰 延研 究 開発 費」

を利用 しただ けで あ る。
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題 に な る。 この 点,坂 柳(2006b,157-166)で 議 論 した よ うに 一 そ の 要 約 は,

2節(2-2)に 示 して あ る 一,監 査 人 の対 応 は,「 意 見 差 控(意 見 不 表 明)」

も し くは 「subjecttoopinion等 の意 見 表 明 」 で あ っ た。

そ う す る と,監 査 人 の 対 応 と し てsubjecttoopinionを 規 定 して い るAIC-

PA(1962),45項 は,理 論 的 に は 正 しい こ とが わ か る 。 しか し,[図13]の 監

査 報 告 書 の 例 文 に あ る よ うな,「 … … ドル 相 当 の 繰 延 研 究 開 発 費 が そ れ に よ っ

て最終的に回収 されること」,即 ち,特 定事象の発生を条件 として(前 提 とし

て)意 見を表明する方式は,一 例示に過 ぎないとはいえ一 どこか ら出て きた

のだろうか。 また,[図13]の 例 を用いると,「…… ドル相当の繰延研究開発費

が最終的に回収 されないこと」を条件 として意見を表明するという方式もある

はずだが,こ ちらの選択肢は,な ぜ排除されるのだろうか。以上2つ の点は,[図

13]か らは明 らかではない。論証を経て導けない方式を例示するのは不適切,

との批判が,筆 者 を含めた読者か らなされるであろう。

それでは,こ の 「特定事象の発生 を条件 とした意見表明方式」には,ど のよ

うな問題があるのだろうか。何 も問題がなければ,こ のような方式を反映させ

たsubjecttoopinionを 監査制度上採用する余地 もあるだろう。

この点,注 意 してお く必要があるのは,仮 に[1]:経 営者の見積 もり額が

合理的でない(不 合理である)こ とが監査人によって確かめられていても,監

査報告書上 「繰延研究開発費が回収で きること」を前提に した意見表明(※2)

は矛盾 なく行 える し,[2]:見 積 もり額が合理的であるかどうかが確かめ ら

れていな くても,※2の ような意見表明はできるという点である。なぜ この

[1コ ・[2]が 起 こるのかであるが,そ れは,将 来事象の発生の有無 につい

て特定の前提を置 くことによって,監 査人がその時点で実際に直面 している状

況を 「動かすことがで きる」か らである。そのような前提を置かない場合の監

査人の対応が どのようなものであっても(例 えば,経 営者の巨額の見積 もり金

額が合理的でないことが確かめ られた場合の不適正意見),前 提を動かせば,

いかようにで も監査人の対応は変わることになる。実際,前 提 を変える前の監

査人の対応が何 であっても,そ の対応を※2の ようなsubjecttoopinionに 変
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えることができるであろう16)。

そうす ると,も し,[図13]に あるような繰延研究開発費の回収可能額が合

理的でない と判断 したなら,本 来監査人はその繰延研究開発費を除外事項とす

るはずだが,除 外事項を付す と経営者か ら交代 させ られる等の不利益 を被ると

考える監査人は,「最終的に回収 されること」 を条件 とした(前 提 とした)意

見表明を行 うことが考 えられる。そうした行動が,AICPA(1962)の もとで

は可能なのである。確かに,こ うした対応を制度上用意することによって,監

査人は経営者の意向に沿った行動が とれるのかもしれない。

しかし,こ の時財務諸表利用者は,こ の監査人が,(1):見 積 もり額が合理的

でないことが確かめ られているのに,「最終的に回収 されること」 を条件 とし

た意見表明を行ったのか,(2):そ れ とも,見 積 もりの合理性がそ もそも確かめ

られなかったか ら,「最終的に回収 され ること」 を条件 とした意見表明を行っ

たのかが,監 査報告書 を見るだけではわからなくなるだろう([図14])17)。 財

務諸表利用者にとって,こ の意味での不確実性を解消するのに時間がかかると

すれば,そ れは彼 らにとって経済的負担(脚 注4を 参照)を 生 じさせる。こう

した事態を回避す るには,監 査人が タイプBの 未確定事項に直面 していること

をそのまま財務諸表利用者に伝 える監査報告書の文言を考える必要があるし,

[図13]も,そ のような監査報告書の文言を用意すればよかったはずである。[図

16)原 理 的 に は,[1]:経 営 者 の見 積 も り額が 合 理 的で あ る こ とが 監査 人 に確 か め

られて いて も,監 査報 告書 上 「繰延研 究 開発 費 が 回収 で きるこ と」 を前 提 に した

意見 表 明 はで きる し,[2]:見 積 も り額 が 合理 的で あ るか どうかが確 かめ られ

てい な い場合 で も,そ の ような意見 表 明は で きる。 この[1]の 行動 を選択 す る

監査 人 の動機 で あ るが,例 えば,見 積 も り額 が合 理 的で あ る と判 断 した ものの,

後 に不 合 理 な もので あ るこ とが 判 明 した場合 の不 利益(例 えば,財 務諸 表利 用者

に損 害賠 償責 任訴 訟 を起 こ される等 の不 利益)を 回避 す る,と い う ものが考 え ら

れ る。

17)同 様 に,財 務 諸表 利用 者 は次 の よ うな状 況 に直面 す る。 それ は,監 査 人 が,(1):

見 積 も り額 が合 理 的 で あ るこ とが確 か め られ てい る の に,「 最 終 的 に回収 され る

こと」 を条件 と した 意見 表明 を行 った のか,(2):そ れ と も,見 積 も りの合理 性が

そ もそ も確 か め られ な か ったか ら,「 最 終 的 に回収 され る こ と」 を条 件 とした意

見 表 明 を行 った のかが,監 査報 告書 か らは判 別 で きな くな る とい う状 況 で あ る。
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[図14]

見積 もり額の合理性不明

(タイプBの 未確定事項)

特定事象の発生を条件に

した意見表明

13]に あ る よ うな 特 定 事 象 の 発 生 を 条 件 と した(前 提 と した)意 見 表 明 の方 式

は,subjectto以 下 の 文 言 に よ っ て,監 査 人 が 実 際 に直 面 して い る状 況 を 隠 し

て し ま うの で あ る 。

そ れ で は,タ イ プBの 未確 定 事 項 に 監 査 人 が 直 面 して い る場 合 に使 わ れ る監

査 報 告 書 の 文 言 と して,ど の よ う な もの が あ るか で あ るが,例 え ば,坂 柳(2005a)

に示 し たPubcoCorporation1979年 監 査 報 告 書,坂 柳(2005b)に 示 したDi-

versifiedMortgageInvestors,Inc.1979年 監 査 報 告 書,そ し て坂 柳(2006b)

で 挙 げ たTheArundelCorporation1974年 監 査 報 告 書 に見 ら れ る よ う な,

subjecttoopinionを 表 明 す る際 に用 い られ た,「 見 積 も り金 額 は 監 査 手 続 に

よ っ て確 か な もの と さ れ た わ け で は な い 」 旨 の 表 現,あ る い は,坂 柳(2006b)

で 挙 げ たAmericanSteelandPumpCorporation1953年 監 査 報 告 書 の よ う に,

表 示 され て い る 金 額 に よっ て そ の棚 卸 資 産 が 清 算 で き る合 理 的 な可 能 性 につ い

て用 い られ た,「 我 々 は,満 足 す る こ とが で きな い 」 との 表 現 が 考 え られ る18)。

18)以 上 の 記 述 に つ い て は,坂 柳(2006b,162-166)を 参 照 。
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また,AmericanNucleonicsCorporation(以 下,「AmericanNucleonics社 」

とす る)1973年 監 査 報 告 書19)に 見 られ る よ う な,「 脚 注BとDで 記 述 され て い

る よ う に,(1)進 行 中 の 契 約20)及 び 棚 卸 資 産,そ して 繰 延 開発 費(簿 価 は,そ

れ そ れ166,000ド ル と219,000ド ル)に 関 して 最 終 的 に 実 現 され る で あ ろ う金

額21)… につ い て,我 々 は満 足 す る こ とが で きな か っ た(Wehavebeenunable

tosatisfyourselves)」 との 表 現 も,利 用 で き る で あ ろ う22)。 貸 借 対 照 表 上,

19)AmericanNucleonics社 の1973年 監査 報 告 書 は,LexisNexisAcademicよ り,

試 行錯 誤 を経 て入手 した。

20)こ こでの 「進 行 中の契 約」 につ いて,AmericanNucleonics社 の1973年Annual

Reportの 脚注Aに は,次 の よ うに記 されて い る。

「進 行 中 の契約 一 財務 諸 表 の 目的上 ,作 業 進行 に応 じた 支払 い が な され る条

項(progresspaymentclauses)が あ る よ うな,進 行 申 の固 定価 格 契約(fixed-

pricecontractsinprocess)は,原 価 と見積 も り利 益が,作 業 が進 行す るに従 っ

て 計上 され る売 上 と考 え るよ うな,作 業 進行 基準 に基 づ いて会 計処 理 され てい る。

●"」

この説 明 と,AmericanNucleonics社 の1973年 貸 借対 照 表上 で,「 作 業進 行 に

応 じた支払額 を控 除 した進行 中 の契約」 が,資 産 として計上 され てい る こ とか ら

考 え る と,問 題 に なっ てい る 「進 行 中の契 約」 とは,作 業進 行 に従 って,原 価 と

見積 も り利益 の合 計 額 の売 上 が発 生 した時 に その金 額が増 加 し,作 業 進行 に応 じ

た支 払 いが な された 時 にその 金額 が減 少す る よ うな項 目であ る こ とが わか る。 と

い うこ とは,こ こ での 「進行 中の 契約」 は,「 流 動 性 あ る対価 に よって 回収 され

るか ど うか(相 手 方 か ら支払 いが な され るか どうか)」 が 問題 にな る資 産 だ とい

うこ とに なる。

21)AmericanNucleonics社 の1973年Annua1Reportの 脚 注Bで は,総 額 約166,000

ドルの棚 卸 資産 と進 行 中の契 約の全 額 が,将 来 に実 現す るで あ ろ うとい う意 見 を

経営 者 が持 って い る旨が記 され てい る。 また,同 じく脚注Dで は,新 製品 開発 と

の 関係 で被 った,繰 延 処理 した特定 の 費用 が十分 に回収 され る と経 営者 が信 じて

い る 旨が記 され てい る。

つ ま り,AmericanNucleonics社 の経 営者 は,棚 卸 資産 や 進行 中の契 約,そ

して繰延開発費の回収可能額が 「見積もれない」と判断しているわけではないこ

とがわかる。貸借対照表上のこれらの項目の金額は,回 収可能額としての見積も

り額 を表 してい る こ とが わか る。

22)AmericanNucleonics社 の1973年 監査 報 告書 の意 見 区分 には,次 の よう に記 され

て い る。
「我 々の 意見 で は

,前 段 落 で記述 した よ うな,進 行 中の契約,棚 卸 資産,そ し

て 繰 延 開発 費 に 関係 す る金 額 が 実現 す る こ と(realization)… を条 件 と して

(subjectto),添 付 され た貸借 対照 表及 び損 益計 算書,株 主持 分計 算書,及 び財

政状 態変 動 表 は,一 般 に認 め られ た会計 原則 に継 続 的に準拠 して,1973年 及 び1972

年8月31日 時点 のAmericanNucleonicsCorporationの 財 政状 態,及 び両 日を
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最終的に実現される金額が見積 もり数値 として反映されていること,も しくは

反映されていないことが確かめられていれば,こ のような表現は使われなかっ

たと考えられる23)。

もっとも,タ イプBの 未確定事項に直面した監査人に,こ うした表現を用い

ることを求めるような監査基準 を制定 したとしても,実 際の監査人の行動 とし

ては,本 来経営者の見積 もり額に除外事項 を付すはずの ところ(あ るいは,脚

注16を 踏まえれば,本 来無限定適正意見を表明するはずのところ),監 査人が

タイプBの 未確定事項に直面 していることを装 うことはで きる。 しか し,こ こ

で筆者が問題 にしているのは,AICPA(1962),45項 の もとでは,例 示の形

で,特 定事象の発生 を条件 とする旨の文言を監査人に認めることによって,監

査人が実際に直面 している状況を財務諸表利用者に対 してわからないようにす

る こ と が,制 度 上 も可 能 で あ っ た とい う 点 で あ る24)。 正 に こ の 点 がAIC一

PA(1962),45項 の2つ 目の 問 題 点 で あ り,後 のAICPA(1974)で は,こ の

形 の 意 見 表 明 方 式 は 例 示 さ れ て い な い(坂 柳(2005a,168)を 参 照 。)。一 方,

前段 落 に示 した よ う な表 現 を 用 い させ る よ う な監 査 制 度 で あ れ ば,少 な くと も

制度上(規 定上)は,監 査人が実際に直面 している状況一 例 えば,除 外事項

を付すべ き状況 一 を財務諸表利用者に隠し,タ イプBの 未確定事項 に直面 し

て い る こ と を装 う とい う行 動 は,認 め られ な い こ と に な る。AICPA(1962),

もって終 了す る年 度 の経営 成績,株 主持 分 及 び財 政状 態 の変動 の結 果 を適正 に表

示 して い る。」

AmericanNucleonics社 の1973年 監 査 報告 書 で も,本 文 で指 摘 した ような,最

終 的 に実現 され るで あ ろ う金額 につい て,「我 々は満足 す る こ とが で きなか っ た」

との記述 が あ りなが ら,特 定事 象 の発 生 を条件 と した意 見表 明(subjecttoopin-

ion)が 行 われ てい る。当 時の監 査上 の指 針がAICPA(1962)で あ った とはい え,

タイ プBの 未確 定事項 に直面 した監査 人の対 応 と して は,本 文で述 べ てい る よ う

に,問 題 が あ っ た と言 え る。 同様 の 問題 は,2-2の[図7]で 挙 げ たAmer-

icanRolling社 の監査 報告 書 につ いて も当 て はま るだ ろ う。

23)も ち ろん,以 上挙 げて きた事例 は,全 て監査 報 告書 上で 除外事 項 が付 され て いな

い ケー ス であ る。

24)す ぐわか る よ うに,「 … … ドル相 当の繰 延研 究 開発 費 が それ に よっ て最 終 的 に回

収 され る こ と」 で はな く,「 ～ が最 終 的 に回収 され ない こ と」 を条件 と して意 見

を表明 す る方式 を採 用 して も,同 様 の問題 が起 こるだ ろ う。
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45項 が適用されていた時代では,財 務諸表利用者は,[図14]で 表 されるような,

監査人が どのような状況 に直面 しているかが判別で きないとい う意味の不確実

性に直面することによる経済的負担 を被っていた可能性がある。

3-3AICPA(1962),46項 の 評 価

そ れ で は,最 後 にAICPA(1962),46項 を検 討 し よ う([図15コ)。

[図15]

り,そ の訴訟の結果について,か なりの不確実性がある場合である。そのような

場合には,そ の事実がおそらく独立監査人の報告書の中間区分に開示され,以 下

のように意見の差控がなされるであろう。

(意見区分)

上に挙げた訴訟一 その結果は,不 確実であるが一 が,財 務諸表に与える潜在

的な重要な影響を理由として,我 々は会社の財務諸表全体についての意見を表明

す ぐわかるように,[図15]は,「 ある事項の結果が不確実である」場合 に,

監査人によって意見差控が選択 される余地がある旨を示 している。さて,ま ず

問題になるのは,こ の 「ある事項の結果が不確実である」場合が,タ イプAの

未確定事項 を指 しているのか,そ れ ともタイプBの 未確定事項 を指 しているの

か,と いう点である。例示 されている訴訟については,3-1で 検討 した[図

12]の ように,負 債額の程度が決定できない旨の記述や,引 当金の計上ができ

ない旨の記述がなされていない。また,3-2で 検討 した[図13]と 同様,経

営者が会計上どのような対応 をとっているのか 一 何かの見積 もり数値を財務

諸表に反映しているのか,そ うでないのか一 についての情報がないため,こ

こで想定 されている 「ある事項の結果が不確実である」場合が,タ イプAの 未



ヱヱ6 商 学 討 究 第57巻 第2・3号

確定事項なのか,タ イプBの 未確定事項なのかが判断できないのである。

坂柳(2006a,155-179)で 指摘 したように,タ イプAの 未確定事項に直面 し

た場合の対応 として,理 論的に意見差控(意 見不表明)を 導 くことはで きない。

一方,こ の[図15]が タイプBの 未確定事項 に言及 しているのだとした ら,坂

柳(2006b,157-164)で 見たように,監 査人の対応 として,例 示 されている

ような意見差控が成立する余地がある。このように,経 営者が財務諸表上見積

もり数値 を反映 してい るか どうか は,非 常に重要 な問題なのであ る。 この

AICPA(1962),46項 も,3-2で 見た45項 と同様,タ イプAとBの 未確定事

項が混在 していることがわかる。 この点が46項 の問題点である。

3-4AICPA(1962)に 言及 している文献の評価

3-1～3-3で は,AICPA(1962),44～46項 について,そ こで示 され

ている内容が,タ イプAとBど ちらの未確定事項に言及 したものであるかにつ

いて分析 した。3-1で は,44項 の分析を行い,同 項がタイプAの 未確定事項

に言及 していることを確かめたが,そ れに直面 した監査人の対応 としてsub-

jecttoopinionの 文例 を示 している点が問題であった。

続 く3-2で は,45項 の分析を行い,同 項はタイプAとB両 方の未確定事項

を想定していることがわかった。つまり,現 行監査基準 「第四 報告基準 五

監査範囲の制約4」 と同様,タ イプA・Bの 未確定事項が混在 していたので

ある。これが45項 の1つ 目の問題点である。 また,タ イプBの 未確定事項に直

面 した監査人の対応の例 として,subjecttoopinionを 同項が示 している点は,

理論的に見 て評価できるが,3-2で 述べたように,そ のsubjecttoopinion

として,「特定事象の発生を条件 にした(前 提 にした)」 ものを考えているとこ

ろが問題であった。これが45項 の2つ 目の問題点である。

最後の3-3で は,46項 の分析 を行った。46項 は,「 ある事項の結果が不確

実である」場合 に,監 査人によって意見差控が選択される旨を示 していた。 し

か し,45項 と同様,経 営者が会計上見積 もり数値 を反映 しているかどうかにつ

いての情報がないため,「 ある事項の結果が不確実である」場合が,タ イプA
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の未確定事項を想定したものなのか,そ れともタイプBの 未確定事項を想定 し

たものなのか判断できなかった。ここでも,45項 と同様,両 タイプの未確定事

項の混在が見 られたのである。 これが46項 の問題点である。

さて,以 上見て きたAICPA(1962)に 対 して,文 献はどのようなことを主

張 して きたのだろうか。それを以下に紹介する。その主張を筆者の議論 と対比

させることで,筆 者の議論が より明確に読者 に伝わるであろう。

3-4-1胡(1979)に つ い て

まず,胡(1979,114)に は,次 の よ う に記 さ れ て い る([図16])。

[図16]

「1963年アメリカ公認会計士協会(AICPA)の 監査手続書第33号 において

「未確定事項とは,① 最終結果が経営者以外の関係者の決定に依存するので,経

営者も監査人もその財政状態および経営成績に対する影響を評価できない事項

で,例 えば訴訟問題,税 金問題あるいはその他の偶発的事項と②資産の評価また

は換金性が経営者の判断のみに依存する場合,例 えば試験研究費および開発費の

評価,受 取勘定の回収可能性などが未確定となっている事項である。」と規定さ

[図16]で 言 及 さ れ て い る 「監 査 手 続 書 第33号 」 は,[引 用 文 献 コ 中 のAIC-

PA(1963)で あ る。AICPA(1963,7)の 「序 文 」 で は,「 本 書 は,以 下 の

監 査 手 続 委 員 会 の 公 表 書 を統 合 した もの で あ り,取 り替 え る こ と を 意 図 した も

の で あ る。 そ の 公 表 書 に は …(1951年 よ り後 の 様 々 な年 月 日 に 出 さ れ た)監 査

手 続 書 第25号 か ら32号 が あ る。」(傍 線 筆 者)と され て い る 。

さて,[図16]の 「監 査 手 続 書 第33号 」 の 中 身 で あ る が,「 … 未 確 定 と な っ て

い る 事 項 で あ る。」 と規 定 さ れ て い る。」 の後 に付 され て い る,原 文 の 脚 注1に

示 さ れ て い る 文 献 は,「AICPA,StatementonAuditingProcedure,No.33,
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1963,pp.72-73」 で あ り,AICPA(1963,72-73)に あ る"Unusua1Uncer-

taintiesastotheEffectofFutureDevelopmentsonCertainItems"の45項 及

び46項 に は,そ れ ぞ れ 本 稿3-1及 び3-2で 示 したAICPA(1962)の44項

及 び45項 と同 様 の 内容 が 記 さ れ て い る。[図16]と の 関係 で 言 う と,「 ① 最 終 結

果 が …偶 発 的 事 項 」 の説 明 は,AICPA(1962),44項([図12])の 説 明 で あ り,

AICPA(1963,72-73)の45項 の 説 明 で あ る。 同 様 に,[図16]の 「② 資 産 の

評価 …未 確 定 とな っ て い る事 項 」 の 説 明 は,AICPA(1962),45項([図13])

の 説 明 で あ り,AICPA(1963,73)の46項 の説 明 で あ る。

以 上 を 踏 ま え る と,[図16]の 胡(1979,114)の 主 張 を評 価 す る際 に は,本

稿 の3-1及 び3-2で 示 し た 分 析 結 果 が そ の ま ま使 え る こ とが わ か る 。

AICPA(1963,72-73)45～46項 の 検 討 を して い な い の で,胡(1979,114)

の 主 張 を 評価 す る こ と は で きな い,と い う こ と に は な らな い。

そ こ で,[図16]を 評 価 す る の で あ る が,未 確 定 事 項 の 捉 え方 に つ い て の,「 監

査 報 告 書 を作 成 す る 時 点 に な っ て も,財 政 状 態 お よび 経 営 成 績 に及 ぼす 影 響 を

経 営 者 も監 査 人 も評 価 で きな い 事 項 」 とい う[図16]の 説 明 は,誤 りで は な い 。

とい う の は,こ の説 明 の 「財 政 状 態 お よび 経 営 成 績 に 及 ぼす 影響 」 を経 営 者 が

評 価 で きな い こ とが,経 営 者 が 将 来 事 象 の 結 果 を見 積 れ な い こ と を意 味 して お

り,監 査 人 が そ の判 断 に 同意 して い る状 況 を指 して い る な ら,そ の 説 明 は,タ

イ プAの 未確 定 事 項 に言 及 した もの と考 え られ る か らで あ る 。

と こ ろ が 胡(1979,114)は,タ イ プBの 未 確 定 事 項 に は 言 及 して い な い 。

3-2で 見 た よ う に,AICPA(1962),45項 は,タ イ プBの 未 確 定 事 項 を 想

定 して い る と い う解 釈 も成 立 し た。[図13]で 取 り上 げ ら れ て い た 「繰 延 研 究

開発 費 」 の 「… … ドル 」 を,繰 延 研 究 開発 費 の 回収 可 能 額 の見 積 も り金 額 と考

え る,と い う こ とで あ る 。胡(1979,114)が,こ の よ う に考 え な か っ た の は,

なぜ だ ろ うか 。 そ の 理 由が 示 され な い と,筆 者 を含 め た 読 者 か ら,タ イ プBの

未 確 定 事 項 を見 落 と して い た の で は な い か,と の 主 張 が,胡(1979,114)に

な さ れ る 可 能 性 が あ る。
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3-4-2森(1979)に つ い て

続 い て,森(1979,37-38)を 見 て み よ う([図17コ)。

[図17]

「米国公認会計士協会は,未 確定事項を 「特定の事項の将来の成行の影響につ

いて異常な未確定性」として,次 のような二種類のものをあげている。

その第1は,そ の事項の最終結果が,経営者以外の関係者の決定に依存するので,

経営者も監査人もその財政状態および経営成績に対する影響を評価することがで

きないものである。このような例として,訴 訟,税 務問題およびその他の偶発事

象があげられる。通常の偶発事象の場合には,経 営者が,適 切に評価 し,こ れを

財務諸表上に表示することができるが,こ こにあげたような問題は,他 の関係者

の決定に依存するものであり,か つ,財 務諸表に重大な影響を与えるものであり

ながら,そ の最終結果は,財 務諸表作成当日において未確定であるものである。

第2は,資 産の評価または換金性が,経営者の判断だけに依存する場合である。

このような例として,研 究費および開発費,受 取勘定の回収可能性,担 保物件の

価値,投 資の評価などがあげられる。これらの問題も,通 常の場合には,合 理的

に処理されるのであるが,そ こに異常な未確定性が含まれる場合には未確定事項

とされる。

このような未確定事項がある場合には,監 査人は,こ のような未確定事項が存

在することを条件として,限 定意見あるいは意見差控を表明する。すなわち,

のような未確定事項については,そ の最終的結果が未確定であるので,そ の事項

が適正であるとも,適 正でないとも,監 査人はその事項については意見を表明せ

ず,

条件事項が記載され,

このような未確定事項に関する条件事項は,監 査範囲の制約から生 じる除外事

項に類似している。すなわち,財 務諸表の重要な項目について重要な監査手続を

実施することができなかった場合には,

合理的基礎がえられなかったので,

いとも意見を表明しないという意味の除外事項が記載される。…」(傍線 筆者)

[図17]に 示 される引用の最初の段落の 「…二種類の ものをあげている。」

の後 には,脚 注4(44頁)が 付されている。当の脚注4で は,監 査手続書第33

号(AICPA(1963))が 参 照 され て い る 。 こ の こ と と,[図17]に 示 さ れ て い
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る内容か ら見て,「 その第1は,… 」か ら始 まる段落は,3-1で 見たAIC-

PA(1962),44項(AICPA(1963,72-73)の45項)の ことを指 してお り,「第

2は,… 」から始まる段落は,3-2で 見たAICPA(1962),45項(AICPA(1963,

73)の46項)の ことを指 していることがわかる。

さて,[図17コ の分析 をしてみ よう。「このような未確定事項 については,そ

の最終的結果が未確定であるので,そ の事項が適正であるとも,適 正でないと

も,監 査人はその事項 については意見を表明せず」に見 られる 「未確定事項」

は,タ イプAの 未確定事項なのだろうか,そ れ とも,タ イプBの 未確定事項な

のだろうか。

(1):「 その事項が適正であるとも,適 正でないとも,監 査人はその事項につ

いては意見 を表明せず…」との記述,(2):「 未確定事項に関する条件事項(「条

件事項」 という言い方が,や や唐突ではあるが)」 が 「監査範囲の制約か ら生

じる除外事項に類似 している」 旨の記述,そ して(3):「 その項 目について意見

を形成するための合理的基礎が得 られなかったので,そ の項 目については適正

であるとも適正でないとも意見 を表明しない」との記述から判断すると,[図17]

の 「このような未確定事項」は,本 稿のタイプBの 未確定事項ではないか,と

推察される。 しか し,「このような未確定事項」は,記 述の順番か ら見て,「 そ

の第1は,… 」か ら始まる段落や,「 第2は,… 」か ら始 まる段落を受けての

概念のはずである。前者の段落は,3-1よ り,タ イプAの 未確定事項に言及

したものであったし,後 者の段落も,3-2よ り,タ イプAの 未確定事項に言

及 したものとも解釈できるのであった。しかし,「このような未確定事項」が,

タイプAの 未確定事項 を指 していると考えると,そ の考えは,上 に述べた 「そ

の項 目については適正であるとも適正でないとも意見を表明 しない」(※3)

という記述 と矛盾するであろう。タイプAの 未確定事項 に直面 した監査人は,

将来事象の結果が 「見積 もれない」 との経営者の判断に同意 しているはずなの

で,※3の ような事態は起こらないはずである。

このように,森(1979,37-38)が 問題にしている 「未確定事項」は,[図17]

の 「このような未確定事項がある場合には」か ら始 まる段落以下の記述に注 目
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すれば,タ イプBの 未確定事項に言及 していると解釈で きるが,[図17]全 体

を見 ると,タ イプAを 想定しているのか,そ れともタイプBを 想定 しているの

かがはっきりしない。 これにより,読 者が混乱する可能性が生 じてしまうので

ある。

3-4-3永 見(2003)に つ い て

さ て,最 後 に永 見(2003,78-79)を 見 て み よ う([図18])。

[図18]

「『限定事項と意見差控』1962年9月 ,会 計士協会は,監 査手続書第32号 『限

定事項と意見差控』を公表し,SECが 示した規定を引き継ぐ形で,限 定事項に

対する監査報告基準を作成した。そこでは,未 確定事項を,① 監査意見を表明す

る時点において,問 題の事項のもたらす影響を合理的に決定することができず,

事項 を指摘 す る場 合 には,意 見 区分 にお いて"subjectto"と い う挿入 句 を,そ

れ以 外 の 問題 につ い て は"exceptfor"と い う挿 入句 を用 い るこ とを規 定 した 。

…」(傍 線筆 者)

[図19]

「未確定事項」を,財 務諸表に影響を及ぼす可能性があるが,監

まず,[図18]の 「①監査意見を…依存するもの」の箇所は,内 容から見て,

AICPA(1962),44項 の要約 ・紹介であることがわか り,「②資産の評価や…

依存する問題」の箇所 は,同45項 の要約 ・紹介であることがわかる。筆者は,

永見(2003,78)が,未 確定事項に直面 した監査人の対応を議論しているわけ

ではないことは,理 解 している。しか し,[図18]に あるような監査手続書第32
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号 を紹介する過程で,永 見(2003,78-79)は,「 未確定事項」には2つ のタイ

プがあることに気づかなかったのだろうか。

少な くとも,筆 者及び筆者の議論 を支持する論者は,紹 介すること自体が 目

的だとして も,こ のような紹介の仕方はしない。なぜ なら,[図18]で 言及さ

れているような 「未確定事項」には,2つ のタイプがあることを意識せざるを

得な くなるからである。そうすると,筆 者及び筆者の議論の支持者は,規 定の

内容を紹介する場合であっても,「未確定事項 にはA・B2つ のタイプがある

が…」という形で,留 保 をつけた上で紹介することになるであろう。さもない

と,未 確定事項 に2つ のタイプがあることを無視 してよいのか,と いう批判に

筆者は応えられないか らである。[図18]の 「②資産の評価や…依存する問題」

の箇所(AICPA(1962),45項)は,3-2で 検討 したように,よ く考えれば,

タイプBの 未確定事項に言及 していると解釈できるものである。永見(2003,

78-79)は,監 査手続書第32号 の中身を要約 ・紹介する際 に,な ぜ2つ の未確

定事項に言及 しない要約 ・紹介の仕方をしているのだろうか。その点について

の説明が見 られない。 この点が永見(2003,78-79)の 問題点である25)。

もっとも,そ れではなぜ未確定事項を2つ のタイプに区別 しなければならな

いのか,と いう根源的な問いかけが筆者に対 してなされるかもしれない。筆者

も,そ れぞれに直面する監査人の対応が違わないのであれば,そ のような区別

25)AICPA(1962),44～45項 の内容 につい て,2つ の タイ プの未確 定 事項 が あ る こ

とに言 及 して い ない文献 は,他 に もあ る。 林(2005,6)及 び 町田(2004,39)

には,以 下 の よ うに記 され てい る。
「…AICPAは

,1962年9月 にSAP第32号 「意 見 限 定 お よ び 意 見 差 控 」

(AICPA[1962])を 公 表 し,未 確 定 事項 に関す る監査 報 告指 針 の明 文化 を行 っ

てい る。

そ こで は,「 特 定項 目の将 来 にお け る進展 の影響 に関 す る異常 な不 確 実性 」 と

題 す る区分 におい て,未 確定 事項 を,(1)訴 訟,税 務 上 の問題 の よ うに経営 者 以外

の判 断 にかか る未確 定事 項 と,(2)資 産の評 価 や実現 可 能性 の よう に経 営者 の判 断

にか か る未確 定事 項 とに分類 してい る。 そ して,重 要 な(material)未 確 定事 項

の存在 を理 由 として意 見 を限 定す る場 合 に は,「 ～ を条件 と して」 とい う文言 の

使 用 が適切 で あ る とし,条 件 付 限定 意見 の表 明 を要求 して い る(pars.44-45)。(林

(2005,6))
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を改めて提唱は しなかった。 しか し,坂 柳(2006a)と 坂柳(2006b)で 議論

したように,そ れぞれに直面 した場合の監査人の対応が違 ってくるのである。

問題になっている状況において,監 査人が財務諸表利用者 に対 して何 をしたら

よいのか,何 ができるのか,と いう指針作 りの上では,監 査人が直面する状況

の識別は,必 要不可欠であろう。そうすると,大 事なのは,永 見(2003,78-79)

が行っているような監査手続書第32号 の中身の要約 ・紹介 というよりは,未 確

定事項に直面 した場合の監査人の対応が 一 時の制度や文献 を無批判に受け入

れず に一 理論的にどうなるのかを正面か ら考えるという,よ り根本的な研究

であろう。なので,筆 者はその ような研究に取 り組んできたのである。

永見(2003,78-79)で は,「未確定事項」をタイプAとBに 識別する考え方

が 一 タイプBの 未確定事項を含む という解釈はできるものの一 見 られない。

そのことは,永 見(2003,86)に 見 られる,「 未確定事項」の定義 に表れてい

る([図19])。 なぜこのような定義をするに至ったのか 一 なぜ2つ のタイプの

未確定事項 を識別 しな くてよいのか 一 についての説明が,必 要 になるであろ

う26)。

「またSAPNo .32『 限 定 お よび意 見差 控』 にお い て は,未 確 定 事 項 とは,あ

る事 項 が将 来 どうな るか に よ って,そ の事 項が もた らす 影響 に異 常 な未確 定性 が

存在 す る事 項 であ る と した上 で,次 の2つ に分 類 して い る。

1.最 終 的 な結果 が企 業外 部 の要 因 によっ て決 ま るこ とか ら,経 営 者 も監査 人

もそ の事 項 が財 政状 態お よび経営 成績 に及 ぼす 影響 を評価 で きない もの

2.た とえば,研 究 開発費 の ように,資 産 の評価 また は換 金性 が経 営者 の判 断

の み に よって決 まる もの」(町 田(2004,39))

26)タ イ プAとBの 未確 定事 項 を区別 してい ない とい う問題 は,町 田(2004,36)の
「未確 定事 項」 の定 義 に も見 られ る。 そ こに は,以 下 の よう に記 されて いる。
「未確 定事 項 とは

,監査 報告 の時 点 で は,最 終 結 果の予 測が 不可 能 であ った り,

最終的影響額を見積もることが不可能な事項のことである。その事項の性質や財

務諸表に及ぼす影響の重要性の程度に応 じて,監 査報告上の取扱いが問題とな

る。」(傍線筆者)
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4.本 稿のまとめと今後の課題 一 さらなる文献 ・制度評価の必要性

本稿 は,タ イプAとBの 未確定事項が明確 に識別されているかという点から,

米国のAIA(1942b)とAICPA(1962)を 評価 して きた。その結果,こ の2

つについては,両 タイプの未確定事項が識別 されているとは言えないことがわ

かった。その点では,こ の2つ は,坂 柳(2006b)で 検討 した 日本の現行監査

基準 「第四 報告基準 五 監査範囲の制約4」 と同様の問題を抱えていた。

また,本 稿 では,AIA(1942b)とAICPA(1962)が 想定 している状況の も

とでの監査人の対応が,論 理的なものかどうかについても検討 した。

2節 では,AIA(1942b)で 言及 されている 「戦時契約の再交渉」の事例を

示 しなが ら,AIA(1942b)で 問題 になっている 「不確実性」の中身を推察 し

た。そこでの不確実性は,「将来に起こる事象の結果が決定されていない状態」

と捉えられ,そ の理解のもとでは,経 営者の会計上の対応 としては,将 来事象

の結果の見積 もりができる場合 と,そ れができない場合の両方が考えられるこ

とを示 した。

実際,AIA(1942b)で は,見 積 もりによる財務諸表の作成が念頭に置かれ

ていたし,戦時契約の再交渉の問題については,AmericanRolling社 のように,

再交渉に備えて引当金を認識 しているケースがあった。 また,将 来事象の結果

を経営者が見積 もれない状況も考えられ,実 際,再 交渉のための引当金額が見

積 もれない旨の脚注開示がなされていた し(Sullivan社 のケース),再 交渉が

起こるか どうかが予測できない旨等の脚注開示がなされていた(Aircraft社 の

ケース)。

AIA(1942b)の 「監査報告書上の開示」の 「(1)財 務諸表が,… と監査人

が感 じている場合」の説明,及 び 「存在する不確実性についての強調」が必要

な状況は,タ イプAの 未確定事項を念頭に置いたもの,と 考 えることがで きた

が,そ の時の監査人の対応は,他 の除外事項がなければ,「無限定適正意見のみ」

になる。「監査報告書上の開示」 は,「無限定適正意見のみ」が排除される理由

を示 していなかった。この点は,AIA(1942b)の 「監査報告書上の開示」の
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問題点である。

一方
,「監査報告書上の開示」の 「(3)監 査人が,… 意見差控が可能になる

場合」の説明は,そ れがタイプBの 未確定事項を想定しているのであれば,筆

者には理解可能だが,タ イプAの 未確定事項を想定 しているのであれば,そ れ

は理論的には正 しくない。この部分の説明には,両 タイプの未確定事項概念の

混在が見 られることがわかる。

また,AIA(1942b)に ついて言及 した林(2005,4-5)は,タ イプAと

Bの 未確定事項 とい う視点を持たないまま,AIA(1942b)を 要約 ・紹介 して

いた。林(2005,70)は,タ イプBの 未確定事項 を否定 しているが,林(2005)

に必要だったのは,筆 者が タイプBの 未確定事項に言及 していると考えている

文献や事例,そ して一般理論構造を1つ ずつ吟味 し,そ れ らがタイプBの 未確

定事項について言及 していないことや,そ うした一般理論構造は成立 しないこ

とを論証す るこ とであろ う。 これ らの ことに取 り組 まないで,単 にAIA

(1942b)を 要約 ・紹介 しているところが,林(2005,4-5)の 問題点である。

続 く3節 では,AICPA(1962)44～46項 の合理性 を検討 した。3-1で は,

44項 の分析 を行い,同 項が タイプAの 未確定事項に言及 していることはわかっ

たが,そ れに直面 した監査人の対応 として,subjecttoopinionの 文例を示 し

ている点が,同 項の問題点であった。

3-2で は,45項 の分析を行い,同 項はタイプAとB両 方の未確定事項 を想

定 していることがわかった。 これが45項 の1つ 目の問題点である。また,タ イ

プBの 未確定事項に直面 した監査人の対応の例 として,subjecttoopinionを

同項が示 している点は,理 論的に見て評価で きたが,そ のsubjecttoopinion

として,「 特定事象の発生 を条件にした(前 提にした)」 ものを考えているとこ

ろが問題であった。 これが45項 の2つ 目の問題点である。

というのは,こ の形のsubjecttoopinionは,本 来判明 しないはずの将来事

象の結果 を条件 とする(前 提に置 く)こ とによって,実 際に監査人が直面 して

いる状況 を隠 してしまい,そ の結果,財 務諸表利用者 は,(1):監 査人は,見 積

もり額が合理的でないと判断 しているにもかかわらずsubjecttoopinionを 表
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明 したのか,そ れ とも(2):合 理 的であるか どうかが確かめ られなか った ら

subjecttoopinionを 表明したのかが,判 別で きな くなってしまうか らである。

AICPA(1962)は,制 度としてこのような形の意見表明を一 例示 として示す

ことによって一 認めて しまったのである。

こうした事態を回避するには,監 査人がタイプBの 未確定事項 に直面 してい

ることを財務諸表利用者にそのまま伝 える監査報告書の文言を考える必要があ

るし,AICPA(1962),45項 も,そ の ような監査報告書の文言を用意すれば

よかった。その文言 としては,例 えば,坂 柳(2005a),坂 柳(2005b),坂 柳(2006b)

で取 り上げた監査報告書(subjecttoopinion)で 使われてきた 「見積 もり金

額は監査手続によって確かなものとされたわけではない」旨の文言が考えられ

る。また,AmericanNucleonics社 の1973年 監査報告書に見 られたような,「進

行中の契約及び棚卸資産,そ して繰延開発費に関 して最終的に実現されるであ

ろう金額について,我 々は満足す ることができなかった」旨の表現 も,利 用で

きるであろう。こうした文言を用意することによって,少 なくとも制度上(規

定上)は,監 査人が実際に直面 している状況 一 例 えば,除 外事項を付すべ き

状況 一 を財務諸表利用者 に隠し,タ イプBの 未確定事項に直面 していること

を装 うという行動は,監 査人に認められないことになる。

最後の3-3で は,46項 の分析 を行った。46項 は,「 ある事項の結果が不確

実である」場合 に,監 査人によって意見差控が選択 される余地がある旨を示 し

ていた。 しかし,経 営者が会計上見積 もり数値を反映しているかどうかについ

ての情報がないため,「 ある事項の結果が不確実である」場合が,タ イプAの

未確定事項を想定 したものなのか,そ れ ともタイプBの 未確定事項 を想定 した

ものなのかが,判 断できなかった。ここでも,45項 と同様,両 タイプの未確定

事項の混在が見 られた。これが46項 の問題点である。 また,46項 で言われてい

る 「意見差控」が,タ イプAの 未確定事項に直面 した監査人の対応 を規定 して

いるとしたら,そ れは理論的には正しくない。

一方
,AICPA(1962)に ついて言及 している文献はい くつかあるが,3-

4で は,そ の内容を検討した。その結果,胡(1979),森(1979),永 見(2003)
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とも,タ イプAとBの 未確定事項 を識別 していないことがわかった。胡(1979,

114)で は,タ イプBの 未確定事項についての言及がなかった し,森(1979,37-38)

では,「未確定事項」がタイプAの 未確定事項を指 しているのか,タ イプBの

未確定事項 を指 しているのかについて一 特定の箇所の記述に注 目す る場合 は

除いて一 混在が見 られた。永見(2003,78-79)に ついては,2つ の未確定事

項 に直面 した監査人の対応が,そ れぞれ異 なってくるのに,両 タイプの未確定

事項 を考慮 しない まま,AICPA(1962)の 規定を要約 ・紹介 し,「未確定事項」

の定義を示 している点が問題であった。

本稿 で紹介 した未確定事項について触れた文献 ・制度を見ていると,タ イプ

Bの 未確定事項に言及 していると解釈できるものはあって も,そ の内容は,明

確 にタイプAの 未確定事項 と対比する形で示されていないことがわかる。これ

が,筆 者の議論 との相違点である。 もっとも,未 確定事項に関する監査制度は

他にもあるし,未 確定事項に言及 した文献 もまだ多数ある。その内容の検討は,

本稿ではできなかったので,次 稿以降の課題である。

筆者の未確定事項プロジェク トは,一 貫 して論理的な監査人の対応が どうな

るのかを考えている。仮に論理的帰結通 りの制度が何かの理由で一 それがど

のような理由なのかは,重 大な問題であるが一 形成されないにしても,全 て

の議論の出発点は,誰 もが納得できる論理体系であろう。論理体系構築を行わ

なくてもよい研究があるのか どうかは定かでないが,そ の形成作業は決 して無

視 してはならないはずである。

筆者の未確定事項プロジェク トは,ま だ完結 しそうにない。
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